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第４３５回南国市議会定例会会議録

第５日 令和６年６月21日 金曜日

出席議員

１番 斉 藤 正 和 ２番 松 下 直 樹

３番 松 本 信之助 ４番 西 内 俊 二

５番 溝 渕 正 晃 ６番 山 本 康 博

７番 斉 藤 喜美子 ８番 杉 本 理

９番 丁 野 美 香 １０番 西 山 明 彦

１１番 神 崎 隆 代 １２番 植 田 豊

１３番 西 本 良 平 １４番 山 中 良 成

１５番 岩 松 永 治 １６番 土 居 恒 夫

１７番 有 沢 芳 郎 １８番 前 田 学 浩

１９番 岡 崎 純 男 ２０番 福 田 佐和子

２１番 今 西 忠 良

―――――――――――＊―――――――――――

欠席議員

な し

―――――――――――＊―――――――――――

出席要求による出席者

市 長 平 山 耕 三 副 市 長 村 田 功

参事兼総務課長兼
副 市 長 北 條 邦 寿 松 木 和 哉

選挙管理委員会事務局長

参事兼財政課長 渡 部 靖 企 画 課 長 田 所 卓 也

情報政策 課 長 徳 平 拓一郎 危機管理 課 長 野 村 学

税 務 課 長 高 野 正 和 市 民 課 長 山 田 恭 輔

子育て支援課長 長 野 洋 高 長寿支援 課 長 中 村 俊 一

保健福祉ｾﾝﾀｰ所長兼
藤 宗 歩 環 境 課 長 横 山 聖 二

こども家庭ｾﾝﾀｰ所長

農林水産 課 長 川 村 佳 史 農地整備 課 長 高 橋 元 和

商工観光 課 長 山 﨑 伸 二 建 設 課 長 橋 詰 徳 幸

地籍調査 課 長 吉 本 晶 先 都市整備 課 長 篠 原 正 一
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住 宅 課 長 松 岡 千 左 上下水道 局 長 濵 田 秀 志

会計管理者兼
竹 村 亜希子 福祉事務 所 長 天 羽 庸 泰

会 計 課 長
参事兼教育次長兼

教 育 長 竹 内 信 人 溝 渕 浩 芳
学校教育 課 長
監 査 委 員

生涯学習課長 前 田 康 喜 中 村 比早子
事 務 局 長

農 業 委 員 会
弘 田 明 平 消 防 長 小 松 和 英

事 務 局 長

―――――――――――＊―――――――――――

議会事務局職員出席者

事 務 局 長 野 口 裕 介 次 長 門 脇 智 哉

書 記 三 谷 容 子

―――――――――――＊―――――――――――

議事日程

令和６年６月21日 金曜日 午前10時開議

第１ 一般質問

―――――――――――＊―――――――――――

本日の会議に付した事件

日程第１ 一般質問

―――――――――――＊―――――――――――

午前10時 開議

○議長（岩松永治） これより本日の会議を開きます。

―――――――――――＊―――――――――――

一般質問

○議長（岩松永治） 日程により一般質問を行います。

順次質問を許します。６番山本康博議員。

〔６番 山本康博議員発言席〕

○６番（山本康博） おはようございます。参政党の山本康博です。

いよいよ一般質問も最終日となりました。執行部の皆さんもお疲れのところかと思いますが、

どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、３点、お尋ねいたします。１つ目がワクチンの危険性を伝えることについて、２つ

目がものづくりサポートセンターの駐車場の夜間の利用を可能にする件について、３つ目が再

エネ設備の危険性の説明をする件という、この３点でございます。
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最初に、ワクチンの危険性の未告知の解消と予防接種被害者救済制度の告知不足を解消する

件でございます。

私は去る５月31日に、東京の日比谷公園の野外音楽堂で行われたＷＨＯから命を守る国民運

動に参加してまいりました。数万人の老若男女が参加しておられて、この問題について、強い

関心を持っているんだなと改めて感じたところです。大変興味深いことに、翌日の新聞、テレ

ビのどこにも一切報道されていませんでした。やっぱりというふうに思ったところです。報道

規制がかかっているような感じに思いました。後でも説明しますが、歴史的なイベントであっ

たにもかかわらず報道されなかったのは、実に残念なことだと感じています。

さて、日比谷公園の野外音楽堂の目の前には、厚生労働省のビルがあります。今回の主人公

は厚生労働省です。その政策の下、当市も業務執行をしております。その一つがワクチンの政

策です。今日は、ワクチンの危険性とその告知が少ない問題について、話し合いたいと考えて

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨年12月の議会のときにも、ワクチンの危険性や予防接種被害者救済制度のことにつ

いて告知してくださるようにというお願いをいたしました。しかし、予防接種被害者救済制度

の記事がホームページの一部にひっそりと掲載されている程度です。とても市民に十分浸透し

ているとは言えないような、残念な状態になっております。ワクチンの危険性、被害状況など

をちゃんと市民に知らせる必要があると思いますが、いかがでしょうか。「広報なんこく」で

もワクチン被害のことは知らせず、救済制度は隅っこの見えにくいところに配置していますが、

もっと分かるように配置すべきではありませんでしょうか。

○議長（岩松永治） 山本議員に申し上げます。許可なく飲物の持込みは認めておりませんの

で……

（「すいません」と呼ぶ者あり）

よろしくお願いいたします。保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 健康被害の周知方法につき

ましては、接種券発送の際に同封する厚生労働省の提供資材において、ワクチンの効果、副反

応のリスク、予防接種健康被害救済制度についての情報を対象者にお知らせしているほか、ホ

ームページに厚生労働省のリンクを貼る形でお知らせをしています。

広報のレイアウトにつきましては、広報係が担当しており、ほかの課の記事との調整もあり

ますので、配置につきましては協議をしてまいります。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。
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○６番（山本康博） この予防接種被害者救済制度が設けられてる理由を教えてください。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 予防接種の副反応による健

康被害はまれですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、

予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するために設置されています。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） この制度を利用する場合、どこが窓口になるんでしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 南国市の窓口は保健福祉セ

ンターになっています。消防をはじめ、ほかの部署にワクチン接種後の副反応の件で相談があ

った場合は、保健福祉センターに連絡をしていただくようになっています。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 申請はかなり大変だと聞いているんですけれども、丁寧に親切に対応し

ていただけるのでしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 申請書類が円滑に整うよう

に、記載方法や医療機関への問合せが分からない方には、一緒に書類を作成したり、申請者に

同意の上、職員が医療機関に連絡を行うなど、申請者の方に寄り添い、丁寧な対応を心がけて

います。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） この申請は、どのような状態のときに申請するものなのでしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 予防接種を受けたことによ

り、死亡、または障害を負った場合、入院や通院を要する疾病にかかった場合に申請していた

だきます。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 結構時間がたっている場合でも、症状があれば申請してもよいものでし

ょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 被接種者の方や御家族が、
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現時点の健康状態の悪化がコロナワクチン接種によるものと思われた時点で申請をしていただ

いています。健康状態は人それぞれのため、病状の重症度の有無は問わず、相談に応じていま

す。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 今までの持病が急に悪化、悪く変化している場合でも大丈夫でしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 申請していただいて構いま

せん。健康被害調査委員会では、持病の急激な悪化が新型コロナワクチンの副反応によるもの

か、主治医にも判断をしていただきます。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 例えば、髪の毛が抜ける、皮膚の問題、倦怠感、頭痛、月経異常、発熱

などでも大丈夫でしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 差し支えありません。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 申請のための費用はどのぐらいかかるんでしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 医療費、医療手当、障害年

金、死亡一時金等、申請をしたいもので必要な書類が異なり、医療機関によっても診断書代や

診療録代が異なりますので、具体的にはお答えできません。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 結果が出るまでにどれくらいの日数がかかるのでしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 具体的には申し上げられま

せんが、申請者の方には、国への申請進達後、認定結果の回答までは約１年以上かかりますと

御案内しています。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） この救済制度のことを市民がどの程度、知っているのか、統計を取り、

数値化していましたら教えてください。もしそのような調査をしていなければ、感覚で結構で

すから教えてください。
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○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 統計は取っておりません。

感覚でお答えすることは控えさせていただきます。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 新型コロナワクチンで被害を被った方への支援金等の費用の、最初の国

の予算額を教えてください。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 令和５年度になりますが、

当初予算は３億6,000万円となっています。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 現在、補正予算で増額されているということを聞きましたが、その額を

教えてください。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 令和５年度補正予算額は、

397億7,000万円となります。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） およそ110倍に予算額を増額したということは、ワクチンで多くの方が

被害を被ったということだと考えます。本当にいたたまれないことです。物すごい数の被害者

が出ているということが分かります。これもまだ一部です。今後はまだまだ被害者が増えてく

ると予想されています。

新型コロナワクチンで死亡者は出ていますでしょうか。

また、死亡例の申請件数と承認件数を教えてください。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 新型コロナワクチン接種後

の死亡として報告された事例の概要として、情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が

評価できないものを含めて2,122件の報告があります。

死亡例の申請件数としましては、令和６年６月10日開催の第18回感染症予防接種審査分科会、

新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第１部会審査結果では、進達受理件数

1,383件、認定件数618件となっています。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。
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○６番（山本康博） 新型コロナワクチンの被害者が出ていると聞いていますが、どのくらい

の人数の申請が出ていますか。

また、認められた人数は何人でしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 同じく感染症予防接種審査

分科会の審査結果では、進達受理件数１万1,305件、認定件数は7,485件となっています。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 被害が認められた病例を20個ぐらい教えてください。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 同じく感染症予防接種審査

分科会の審査結果により、動悸、頭痛、発熱、アナフィラキシー、ぜんそく発作、末梢性神経

障害、多発神経障害、多発ニューロパチー、さんさ神経痛、間質性肺炎、関節痛、関節リウマ

チ、蕁麻疹、帯状疱疹、急性心筋炎、急性心筋梗塞、急性大動脈解離、急性心不全、脳梗塞、

くも膜下出血等となっています。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） これはほかのワクチンと比べて、多いのでしょうか少ないのでしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 少なくはないと思います。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） ワクチンの接種回数別人数を教えてください。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 南国市のデータになります

が、１回が３万6,784人、２回が３万6,514人、３回が３万110人、４回が２万2,039人、５回が

１万5,024人、６回が9,643人、７回が6,574人となっています。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） コロナウイルス感染者の接種者と非接種者の統計はあるでしょうか。も

しあれば、回数別で状況を教えてください。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 市には御質問のデータはあ

りません。県にも問合せをしましたが、該当のデータは持っていないそうです。
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○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 札幌医科大学医学部が調査した資料があります。こちらの資料になりま

すけれども、これはワクチンを打ち始めるとコロナウイルスに感染した人が増えるというパタ

ーンがあります。これはどういうことが考えられますでしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 厚生労働省から正式にその

ような情報はいただいておりませんので、お答えできません。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 確かに厚生労働省からの資料ではないのですが、御意見を聞けなかった

のは残念です。

2021年から南国市の死亡者数が増えていますが、その死亡原因はコロナでしたか、あるいは

そのほかの原因でしたでしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 個人の死亡原因は、保健福

祉センターでは把握しておりません。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 今後、評価する場合に、データを使うことは賢明な手段です。データを

見ることもなく、ましてや事業評価をしないというのでは、次の施策も行き当たりばったりと

なるのではないかと心配になります。

市は、医療関係者と関係がありますでしょうか。小学校、中学校では医師との関係があると

思いますが、市民の健康を守るわけですから、何らかの関係がありませんでしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 土佐長岡郡医師会の事務局

が保健福祉センター２階にあり、審議すべき議題があるときには、理事会に参加させていただ

いています。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） そうしましたら、先生からはこの統計の数字について相談したことはな

いんでしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 南国市健康被害調査委員会
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の委員の先生は土佐長岡郡医師会の理事の方がいらっしゃいますので、健康被害調査委員会の

審議の中で、予防接種健康被害救済制度の申請数や認定数について言及することがあります。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） こんなにも大問題になっているワクチンの薬害ですから、市としても市

民の健康を守るために情報を集めておられると思いますが、専門の先生には何人くらいから情

報を集めておられますでしょうか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 健康被害調査委員会の委員

は、専門医師２名、土佐長岡郡医師会２名、中央東福祉保健所保健監１名から成り、ワクチン

の副反応について、医学的見地から助言をいただいています。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 物すごいワクチンの被害者を出したワクチンだと思いますが、本当に大

丈夫なのでしょうか。市長、胸を張って市民にお勧めできるワクチンでしょうか。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 新型コロナウイルスワクチンにつきましては、有効性や安全性の審査を

経て薬事承認をされており、承認の過程でワクチンの有効性等について議論されていると認識

しております。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） ありがとうございます。今回のワクチンにおいては大変な被害を出して

います。この後にも紹介しますけれども、情報を出さないということは、様々な問題を引き起

こす事態となることがあります。基本的なことなんですが、民主的な社会構築や一致できる社

会を構築するために最も大切なことの一つは、検討すべき事項、内容など、情報を十分知るこ

とだと考えます。必ず必要な情報を提示して、様々な立場や角度から、その課題解決に向けて

話し合うことが大事だと考えます。提示される資料や内容が不十分であったり、意図的な資料

を不提出、歪曲、うそなどがあってはならないことです。日本弁護士連合会のホームページに

は、民主主義制度は、主権者たる国民が知る権利を保障され、正確かつ十分な情報を提供され

ることによって初めて十分に機能するものである。また、政府、国家機関及び地方公共団体の

持つ公的情報は国民全体の共有財産であり、原則として国民は誰でも自由に利用できるものと

ならなければならないと言っています。そして、日本国憲法には、第21条、集会、結社及び言

論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信
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の秘密は、これを侵してはならないと規定されています。私は、民主的な社会の根幹は、必要

な情報や知識をお互いに公平に持っておくことだと思います。そうでなければ、判断が狂った

り、権力者への利益誘導など、問題が発生すると考えます。可能な限り丁寧に情報を収集、展

開しなければならないと考えます。平山市長は、民主的に行政運営を行う上で、情報提供、情

報共有についてどのような御所見をお持ちでしょうか。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 市は市が持ち得る情報を市民の皆様に提供し、その情報を共有すること

で民主主義は成り立っておるというように認識しております。以上です。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 十分な情報提供を基礎として、十分な話合いが大切であることを強く訴

えたいと思います。市長のお考えを重ねてお聞きいたします。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 市といたしましても、多くの情報を収集し、市民の皆様に分かりやすく

提供できるよう努力をしてまいりたいと思います。

また、問合せ、話合いには丁寧に対応していく必要があると考えております。以上です。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 現在、情報を提供することの重要性について、改善を強くお願いすべく

質問しております。特にワクチンを接種した現在、市民の健康と命の危険が高まっている部分

があるかと思い、なおさらだと感じています。命と安全、暮らしを守る立場として、今後どう

改善するかも含めて、情報収集と発信を構築していく必要があると思います。

過去、情報提供問題によって起こった健康被害の一部を御紹介します。こちらの資料は、薬

害エイズ事件について思い出していただきたいと思います。1972年にミドリ十字の非加熱製剤

の輸入が承認された後、アメリカで1981年にエイズ患者の症例が出て大問題になったのに、厚

生省はその事実を隠蔽して販売をし続けたため、日本人の血友病患者にエイズウイルスが感染

し、伴侶や子供への２次、３次感染も引き起こした事件です。これを教訓に、この碑は平成

11年８月24日に建立され、大変重要な碑となっております。そのうち薬害学習のためのビデオ、

「薬害を学ぼう」という視聴覚教材を作成して、普及活動を行っております。

２つ目として、ＭＭＲワクチン、はしか、おたふく風邪、風疹のワクチン被害の件です。日

本においては、1989年にＭＭＲワクチンが導入されましたが、ワクチン株のおたふく風邪ウイ

ルス由来の無菌性髄膜炎が予想以上の頻度で発生し、1993年４月27日に定期接種が中止されて
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います。厚生省は、ＭＭＲワクチン接種後に髄膜炎等が起こり得ることを国民などに情報提供

し、副作用情報の報告を促すなどの安全対策が必要であったにもかかわらず、接種を開始、継

続したことが、その後の被害を拡大させる最大の原因となったとされている事件です。この場

合も、やはり情報の開示提供の問題なわけです。

続きまして、子宮頸がんワクチン事件について御紹介します。国が接種を呼びかけた子宮頸

がんワクチンが、全身の痛みなどの健康被害を引き起こしたとして、全国の15歳から22歳の女

性63人が国と製薬会社２社に損害賠償を求め、東京、名古屋、大阪、福岡、各地裁に一斉提訴

し、審理が現在継続している事件です。症状は、記憶障害、頭痛、耳鳴り、意識を失う、視野

障害、歩行障害、激しい発作、四肢機能喪失、関節痛、疲労、失語、死亡など、多くの症状が

ある障害です。さらにアメリカでも発生しておりまして、この女性は22歳になる前に死亡され

ましたが、その原因がＨＰＶ、子宮頸がんワクチンで死亡したことは裁判で決着している事例

です。製薬会社のメルク社の元製薬業界医師で内部告発者のダルベルグ博士は、2014年４月号

の健康原則で次のように述べています。子宮頸がんワクチンのガーダシルは、歴史上最大の医

療スキャンダルになると私は予測しています。なぜなら、ある時点で、このワクチンは子宮頸

がんに全く効果がなく、命を奪い、死に至らしめる多くの副作用は、製造業者の利益を生み出

す以外の目的がないことが証明されるからですと言っています。もしこの子宮頸がんワクチン

を接種した方が障害を負うことになったらどうしますか。平然といられるもんでしょうか。支

援費用を出すのは当然ですが、接種前に事実をしっかり伝える必要があるのではないでしょう

か。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 接種は決して強制ではあり

ません。厚生労働省のパンフレットを予診票とともにお送りしていますので、接種前に読んで

いただき、ＨＰＶワクチンの効果とリスクについて、本人と保護者とで接種をするかどうかの

判断をしていただきたいと思います。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 今日は時間の関係でこの程度にとどめます。いつもそうですが、効果が

あるとされる情報と被害もあるという情報の両方をしっかり出す必要があると思います。

2021年、コロナワクチン接種が始まった初期の頃、集団接種会場で１人の方が、接種後、その

会場で倒れられ、残念なことにお亡くなりになりました。大変痛ましい被害が、ここ、南国市

で発生したのです。親族の方には心よりお悔やみ申し上げます。
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さて、この南国市での事件のとき、平山市長はどのような行動を取りましたか。コロナワク

チンは危険だと思いませんでしたでしょうか。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 当時、新型コロナウイルス感染症拡大が深刻化する中、新型コロナに感

染することで重症化しやすい高齢者や基礎疾患のある方に迅速に接種機会を確保するために、

市として全力で取り組んでいたところであります。市で行う接種会場で亡くなられた方がいら

っしゃったのは大変残念なことであり、遺族の方には、翌日、状況説明を行うため、市長室へ

お越しいただいた際、直接お悔やみを申し上げました。そして、接種会場でお亡くなりになっ

た方が発生したという事実を、発生翌日、マスコミに発表するとともに、ワクチン接種による

死亡であるという因果関係は市では確認できませんので、独立行政法人医薬品医療機器総合機

構へ予防接種後副反応疑い報告を発生から10日後に提出したところです。以上です。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） ありがとうございます。泉大津市の南出市長は、ホームページでコロナ

ワクチンの危険性を訴えるメッセージをたくさん発信しておられます。市民の命と健康を本気

で守ろうという意思をちゃんと市民に向けて、動画を撮影して発信している方です。そのビデ

オの中、こちらのほうに資料をまとめました。こちらの資料は、2023年のことなんですが、９

月20日から接種が始まるＸＢＢワクチン、薬害承認段階において、マウスでしか臨床試験はや

っていませんと明確に発信されました。こちらの資料は、接種がどれほど進んでいるのか、各

国比較をしたものです。日本はもう断トツで接種しているという様子がよく分かる表になって

います。次に、この表は、オミクロン対応ワクチンやＸＢＢ対応ワクチンは効果がないことが

分かるような資料となっています。逆にワクチンのリスクがあることが分かってきているとい

う情報が、こちらのほうで箇条書になって示されておりました。この資料は、ワクチンを接種

した方が感染しやすくなっているというデータです。これは、スパイクたんぱくで自己免疫が

低下しているため、感染しやすくなっているということでした。これは、インフルエンザワク

チンとコロナワクチンの比較です。接種回数は同じでも、副反応率が17倍、死者に至っては

50倍にもなっており、コロナワクチンの危険性を物語っています。厚生労働省に申請している

副反応事例の件数の比較です。ワクチン接種後、2,076人が死亡、３万6,457人が健康被害を出

しているということが言われています。これは、都市別、月別の死亡者数のグラフです。

2023年１月までですが、2022年から異常に高い数字になり、2023年１月は飛び抜けて死者が増

えていることが分かります。過去44年間の健康被害の合計とこの２年数か月間の健康被害の件
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数を比較したものです。恐ろしく人が死亡し、健康被害を出していることは、この統計からも

分かります。こちらは、ワクチンによる多種多様な健康被害についても説明している内容にな

ります。文字が小さくて読めないと思いますけれども、本当に様々な症状を引き起こしている

ということが分かります。これも同様に、その情報を提供されておられました。これは、健康

づくりについてのサポートすることを市民の皆さんに教えるためのシンポジウムの宣伝のチラ

シを紹介しておられました。泉大津市独自で副反応に関してアンケートを収集して、市民の健

康を調査してサポートしようとしておられます。泉大津市独自の健康被害支援金制度をつくっ

て、サポートしているということをお伝えしておられました。南出市長もおっしゃっています

けれども、勉強しないといけないとおっしゃっておられます。私も医学はとんと疎かったんで

すが、少しずつ勉強しているところです。平山市長は、南国市の市民の健康と命を守っていく

責任があると思います。これだけの健康被害が出ているこのワクチンですから、もっと勉強を

して市民に伝えてほしいのですが、いかがでしょうか。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 予防接種につきましては、市町村が実施主体となっていますので、接種

を希望する市民に対し接種体制を構築し、接種機会を確保していく必要があります。ワクチン

接種をすることのメリット、デメリットにつきましては、分かりやすく市民に提供できるよう、

ＬＩＮＥ等を活用し、今後も工夫してまいりたいと思います。以上です。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） ありがとうございます。一昨日、高知大学特任教授の佐野医師と梼原町

立松原診療所の宜保医師によるコロナワクチン被害の講演を主催してきました。佐野医師は、

皮膚におけるスパイクたんぱく質の被害を調査されておられ、国際論文を５講出しておられ、

大変高い評価を受けておられます。宜保医師は、最近、コロナワクチンによるがんの誘導に関

する論文を５名の研究者と執筆され、宜保先生が筆頭著者となっておられます。その中で、２

人の医師ともコロナワクチンの危険性を強く訴えられておられました。佐野先生は、特にスパ

イクたんぱく、これは細胞に悪さをする、スパイク毒と言っていましたが、厚労省が言われて

いた短期間で消滅するということは、臨床現場では状況を見る限り間違っているとおっしゃっ

ておられました。２年近くたってもスパイク毒は残り続け、細胞に悪さをしているということ

でした。こちらの資料は、宜保先生が、次に、今年10月から予定されているレプリコンワクチ

ンについても言及され、これまでのワクチン以上に危険であることを強く訴えられておられま

した。レプリコンは、体内でスパイク毒を作る作用とワクチン自体を増やす作用があるそうで
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す。つまり、体内でワクチンが作り続けられるという問題と、さらに呼気、汗、唾液、体液な

どからもスパイク毒が出るだけではなく、ワクチン成分まで出てくるそうです。そのために、

非接種者も感染してしまう可能性が高いワクチンだそうです。そのために、絶対に止めなけれ

ばならないということをおっしゃっておられました。このレプリコンワクチンの実験を人では

ほとんどされていなくて、事実上、実験台になるのがこの日本だということです。日本人を人

体実験のために差し出しているように見えます。平山市長、ぜひとも情報展開を今後ともよろ

しくお願いしたいと思います。市民の命と暮らしを守ること、これは本当に大切なことであり、

優先順位としては最も高いところに位置すると思っております。今後とも積極的に取り組んで

くださるように心からお願いいたします。

では、２問目の質問に移ります。

ものづくりサポートセンターは、令和３年３月21日にオープンしたと認識しています。この

施設は、ものづくりに関わる人材の育成及び本市への観光客の促進、中心商店街をはじめとし

た地域の活性化及び産業の発展のため設置された施設であると認識しています。設置及び管理

に関する条例には、次のような目的をうたっています。ものづくりに関わる人材の育成、もの

づくりに接する機会の創出、研修、指導、相談、製造品等の展示、発信、観光情報、地域情報

等の受発信、観光誘客及び観光振興などです。建物の中だけでの目的実現は当然ではあります

が、駐車場をも使った目的実現についてはまだ不十分であるのではないかと考えます。この施

設の駐車場について、あるときから夜間だけ駐車ができなくなりました。これによって、近隣

の事業者においてはお客様に不便をかけることになったり、駐車場を持っているお店では、あ

ふれた車が買物もしないのに長時間駐車している問題が発生し、大変迷惑を受けていると聞き

及んでいます。駐車場においても物づくり作品を展示し、より広く見ていただくとか、高知高

専の衛星軌道を３階で大きなモニターで展示していますが、それを駐車場からも見えるように

するとか、現在、午後６時で閉まっていますが、午後９時まで延長するとか、３階をもっとそ

うして利用してもらうというようなこともできるかと思います。私は、住民の方へのアンケー

トを取り、管理委託している海洋堂高知様のほうにも訪問してヒアリングを行ったところです。

まず最初に、ものづくりサポートセンターへの予算の総額及び海洋堂高知様への指定管理料

金をお尋ねします。令和２年から令和６年における決算、または予算額を教えてください。

○議長（岩松永治） 商工観光課長。

○商工観光課長（山﨑伸二） 令和２年度から令和６年度までのものづくりサポートセンター

に関する商工費の決算額でお答えさせていただきますと、令和２年度が１億4,186万3,577円、
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令和３年度が4,542万8,781円、令和４年度が4,094万5,640円、令和５年度が4,033万1,305円、

令和６年度は予算額になりますが、3,744万円でございます。

令和２年度から令和６年度までの株式会社海洋堂高知への指定管理料につきましては、令和

２年度が2,141万4,060円、令和３年度が2,618万3,750円、令和４年度が2,618万3,750円、令和

５年度が2,618万3,750円、令和６年は予算額になりますが、2,618万4,000円でございます。以

上でございます。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） ありがとうございます。併せてものづくりサポートセンターの指定管理

先の海洋堂高知様への委託内容を教えてください。

○議長（岩松永治） 商工観光課長。

○商工観光課長（山﨑伸二） ものづくりサポートセンターにおける指定管理者が行う業務等

につきましては、ものづくりセンター及び外構の施設及び設備の維持管理に関する業務、もの

づくりセンター及び外構に係る使用の許可に関する業務、南国市ものづくりサポートセンター

の設置及び管理に関する条例第４条に掲げる事業の企画及び運営に関する業務などがございま

す。以上でございます。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） ものづくりサポートセンターが建設される以前は、その広場への駐車は

自由に行えていました。それによって、近隣商業者においては、顧客に便利に利用していただ

き、来店の助けになっていたようです。特に夜間の飲食においては、駐車場を利用していると

いう声を多く聞きました。また、使えなくなったために客足が遠のいたという声が、100％近

く聞こえてきます。そうなると、町のにぎわいや活気にとても悪い影響が出ていると思われま

す。中心市街地をはじめとした地域の活性化という目的を、結果的に潰しています。これは矛

盾行政を行っているようにしか見えません。

この問題について、事前に多くの皆様からアンケート調査をさせていただきました。結果は

次のとおりです。南国市商店街に駐車場が少ないことをどのように思いますかという質問に対

しては、大きな問題と感じておられる方が圧倒的でして、78.8％もありました。SpaceFactory

の駐車場が、日中、夜間ともに使えたらいいと思いますかという質問に対しては、87.4％の方

が大変いいことだと感じておられます。SpaceFactoryの駐車場の夜間利用に費用を求められた

場合、幾ら程度が妥当だと思いますかっていう質問に対しては、38.8％の方が300円、無料が

19.4％、100円が11.7％、200円が9.7％となっています。お店、企業に向けたアンケートは次
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のようになっています。ものづくりサポートセンターができてから駐車場が利用できなくなり

ました。これはあなたの店にとってどうでしたかっていう設問に対して、商売においてマイナ

スになったと答えた方が76％と圧倒的でした。ものづくりサポートセンターができて、商売に

どのような影響がありましたかという問いに対しては、商売においてマイナスになった、商売

において関係ないが同じ44％で、合計88％の方が、中心市街地の活性化という目的に役立って

いないばかりか問題だと答えておられました。条例の目的や予算の効果を相殺するような状態

になっているとは思いませんでしょうか。商工観光課長の御意見を伺います。

○議長（岩松永治） 商工観光課長。

○商工観光課長（山﨑伸二） 車で移動される方の多い本県においては、来客用駐車場の有無

などは客足に影響するものと認識しております。また、店舗等の来客用駐車場につきましては、

本来的には事業者など民間で整備することが望ましいと考えますが、後免町商店街付近には高

知市の繁華街のようなコインパーキングがないことから、来客用駐車場がなかなかないのが現

実ではないかと思っております。そのようなこともあって、長年、商工会館東側の県有地を市

が賃借して、後免町商店街等を利用する方の駐車場として利用されていたものですが、県が平

成20年度にその県有地を売却する意向を示したことから、市以外の者が購入した場合、中心市

街地活性化の取組が進められなくなるため、市が中心市街と一体となってにぎわいを創出する

施設を建設することを目的に、県有地を安く払下げを受けることができることになり、南国市

土地開発公社がその用地を先行取得した経緯がございます。そして、その施設が建設されるま

での間は、引き続き中心市街地の駐車場として利用されていたものですが、払下げの目的にも

合致する施設を建設するため、補助金を活用してその用地を市が公社から取得し、ものづくり

サポートセンターとして、駐車場部分を含め、整備したものでございます。これまでも市民の

方から、中心市街地の店舗の夜間の利用に際し、ものづくりサポートセンターの駐車場を利用

できないかとの声もいただいておりますし、今回、議員によるアンケート調査でも、商店街に

駐車場が少ないことや、有料であってもものづくりサポートセンターの駐車場を夜間も利用で

きるようにとの御意見が多いことを認識させていただいたところでございます。以上でござい

ます。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） ありがとうございます。しかし、本当に開放することが全ての解決策で

あるかどうかは疑問だと思いまして、ものづくりサポートセンターの指定管理業者、海洋堂高

知の事務局長にお話を伺いました。以下のような御意見をいただきました。長期の車放置など
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の営業の邪魔になるような行為や、駐車場でのスケボーなどを注意したり、目の行き届かなく

なる営業時間外には、駐車場のポールを時間になれば上げるなど、管理しています。これまで

も様々な問題がありました。例えば、ショートカットする車と人や駐車場でスケボーで遊んで

いる子供とぶつかりそうになったり、汚物を捨てたり、放置駐車、駐輪があったり、照明の破

損や子供たちのけんかの仲裁など、できれば市の管理の方針などをちゃんと決めてもらいたい

というような御意見をいただきました。では、この駐車場の管理はどこが負っているのでしょ

うか。海洋堂高知様に負担がかかっているのであれば、これは行政としても早急に解消しなけ

ればならないことだと思います。

そこで、問題の解決策の一案として提案していました駐車場のゲートシステムについて、ど

のような評価をしてくださったのか、お聞きいたします。

○議長（岩松永治） 商工観光課長。

○商工観光課長（山﨑伸二） 先ほども申しましたとおり、駐車場はものづくりサポートセン

ターの一部であり、ものづくりサポートセンターの駐車場の管理につきましては、南国市もの

づくりサポートセンター管理運営業務仕様書に、施設及び設備等の維持管理に関する業務とし

て駐車場の管理が明記されておりますので、指定管理者である株式会社海洋堂高知でございま

す。

また、議員から事前に御提案いただいた駐車場専用コインシステムと組み合わせたゲートシ

ステムにつきましては、駐車場を開放する場合の懸念である必要以上の長時間の駐車が抑制さ

れ、適正な利用への効果が期待できるものではないかと思ったところでございますし、有料駐

車場とする場合に、設備投資費用が抑えられる可能性があると思ったところでございます。

しかしながら、ものづくりサポートセンター用地は、駐車場部分を含め、国庫補助金を活用

して購入、整備したものでございますので、中心市街地の活性化に資するための駐車場として

利用することについては、十分な検討が必要だと考えております。以上でございます。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） 私は、この施設の目的を達成するために駐車場をさらに利活用するべき

で、夜間の利用を含めて早急に解決するべきだと思います。方法として、ゲート方式という形

態を取ることができるかと思います。ゲート方式も、現金決済から駐車場専用コインを使う方

式など、いろいろあります。時間管理も当然できます。機能を欲張らなければ、数十万円から

も、あるいは300万円程度でも専用コインシステムが利用できます。金銭精算になると1,000万

円以上になることもありますので、身の丈に合ったもので目的を達成できる製品を選択すれば
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よいのではないでしょうか。また、イベントなどの場合も様々な使い方が可能になると思われ

ますし、長期間の放置車両の防衛にもなります。さらに、出入口付近やその他、適切な場所に

防犯カメラなどを設置すれば、様々な犯罪の抑止力にもなるでしょう。税金を4,000万円も使

っていながら市民サービスを劣化させるのですから、この程度のことは考えないといけないの

ではないでしょうか。今年度の施政方針には、観光客の増客が見込まれるため、市内の観光関

連事業者や団体等と連携することにしていますし、税務面でも増収を目指しているわけですし、

今年度の予算に4,000万円と別に約360万円の予算を取って商店街の振興計画の推進を図ってい

るのですから、活性化のためにこの駐車場の利活用は、自然の成り行きとして利用できるよう

にするのが当たり前じゃないかと考えます。来年には「あんぱん」も放映されるわけですから、

ゲートを設置する期間や中心商店街の準備などを考えた場合、待ったなしの状態だと考えなけ

ればならないと思います。市長の考えをお聞きします。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） ものづくりサポートセンターの駐車場につきましては、これまでも市民

の方から、中心市街地の店舗の夜間の利用に際して、その駐車場を利用できないかという声も、

直接、私もいただいたことがございます。これまでも駐車場のその活用について検討してきた

経過はございます。しかしながら、ものづくりサポートセンターの駐車場を中心市街地の活性

化に資するための駐車場として利用することにつきましては、先ほど商工観光課長が答弁しま

したとおり、国庫補助金を活用してこのものづくりサポートセンターの駐車場として整備して

おりますので、その施設の利用については慎重に検討する必要があると考えております。以上

です。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） ありがとうございます。行政としても知恵の見せどころというふうには

思います。少なくとも、条例で定めている目的を達成できていないばかりか、阻害している実

情は重いと考えるべきだろうと思います。できるだけ早く取り組んでいただき、解決を図って

いただくようにお願いいたします。どうもありがとうございました。

それでは、３点目の質問に移らさせていただきます。

再生可能エネルギー、特に太陽光パネルと風力発電の危険性について、南国市や市民の生命、

財産を守る観点から質問しますので、よろしくお願いいたします。

この質問では、太陽光パネルと風力発電に限定して再エネ設備という用語を使いますので、

御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
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さて、再エネ設備は安全な設備でしょうか。何の問題も発生しない設備と言えるでしょうか。

役所の認識をお聞かせください。

○議長（岩松永治） 環境課長。

○環境課長（横山聖二） 当市におきましては、地球温暖化対策実行計画を令和３年３月に策

定し、住宅建築物の低炭素化及び省エネルギー設備の一つとして、太陽光発電システムの導入

を促進しています。経済産業省が、破損、浸水したときの太陽電池発電設備による感電事故防

止についての注意喚起をホームページでしており、また台風など、豪雨の影響により被害が発

生していることからも、太陽光パネルの設置には慎重になる必要があるものと思われます。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） ありがとうございます。少なくても資料で示すようなことが発生してい

ます。リスクに対する備えを行う必要があると思います。資料を御覧いただきたいと思います。

これは、集電するところの火災が発生している写真になります。こちらは、鹿児島のメガソ

ーラーで火災が発生した写真です。こちらは他のところなんですが、太陽光パネルの火災、水

では消せないという問題が発生しているわけです。これは民家の屋根の上に設置されたパネル

が燃えたという事例です。これはダム水面の太陽光パネルが数十枚燃える、これ、千葉のほう

の事例になります。拡大写真です。これは風力発電の火災なんですけれども、非常に高いとこ

ろにこの設備はありますので、一度燃え出したらなかなか消すことが難しいという写真になり

ます。これも同じように風力発電の本体の火災というふうになってます。この写真は本当に痛

ましいんですけれども、整備をしていた作業員２名が取り残されて、この２名の方はお亡くな

りになったという報道がされていました。また、台風や水害など、自然災害による破損の問題

もあります。台風によって飛ばされた事例です。これは山の崩落によってパネルがずり落ち、

破損したという事例です。これも台風によって飛ばされた事例です。これも大きな工場の屋根

の上に設置されていたパネルが破損している写真になります。これも同じく、これは九州の北

部豪雨でパネルが破損したという写真になっています。こちらは埼玉のほうの山の上に設置さ

れたパネルなんですけれども、たくさんの木を伐採してメガソーラーが設置されています。こ

ちらも住宅街のすぐ近くにパネルが設置されていて、豪雨によって被害を出したというような

内容の記事でした。こちらはゴルフ場とメガソーラーの相性ということで記事が書かれており

ましたが、非常に広い範囲内のパネルを、山林を切り崩して、自然を破壊してパネルを設置し

ているという写真です。次に、これは熊本県の阿蘇山です。それに設置された、これも物すご

い数のパネルの写真になります。これは北海道の釧路湿原の近くにあるパネルなんですけれど
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も、これも大きな面積を使って、その湿原を壊しながらパネルは設置されたというようなもの

になっています。このように問題がありますが、そのほかにも、電気料金と一緒に徴収される

再エネ賦課金がどんどん増えていくという問題があります。パネルの撤去や廃棄に関わる費用

が膨大になるという問題もあります。パネルの解体処分の技術がまだ確立していないという問

題もあります。運営会社がころころ替わっていくという問題もあるわけです。貸し土地の場合、

そのような企業が倒産し、再エネ設備を放棄してしまうという問題も既に発生しています。設

置する際、住民との約束が、会社がころころ替わるという過程の中でほごになっているという

問題も発生しています。パネル敷地の雑草に除草剤を使用することで、近隣の農作物への被害

が発生しているという情報もあります。また、パネルには発がん物質が多く含まれているパネ

ルモジュールの腐食劣化による問題なども言われています。そして、土地の買収による安全保

障問題など、様々な問題が上げられます。これらの再エネ設備において、物理的のみならず、

環境への問題、動植物への影響、地下水への影響、土砂崩れの危険性、山林の保水力問題など、

多くの問題が発生しています。だからこそ、再エネ設備を導入する場合の問題点などについて

市民の皆さんにお伝えし、そして考えてもらう必要があるのではないかと思います。なぜなら、

結果的に住民の方が直接的に財産の滅失、健康被害などの問題が発生するからです。行政とし

て、市民の安全・安心をサポートする立場から、しっかりと情報をお伝えするのが当たり前な

のではないかと考えます。再エネ補助金の支援を行っていると思いますが、敷設する方や周り

の住民の方に対して、そのリスク、危険性をしっかりとお伝えしていますでしょうか。後から

そのようなリスクがあることが分かるのは、市民からしたら、市行政に対する信頼が失われる

原因になるかと思います。ネガティブ情報の提供についてはいかがお考えでしょうか。

○議長（岩松永治） 環境課長。

○環境課長（横山聖二） 当市では、地球温暖化防止対策として、市民の方がクリーンなエネ

ルギーを積極的に利用していくことを支援するために、住宅用太陽光発電システム設置費補助

金の交付をしています。補助金交付の手続としまして、交付申請をする方と事業者が工事請負

契約をした後に補助金申請をすることになりますので、太陽光パネルの設置に関する説明は行

っておりません。

ただし、申請を予定をされている方から、工事請負契約前に設置などの相談があった場合は、

省エネやリスクなども含めて説明をしております。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） ありがとうございます。請負業者への補助金ということもあって、個人
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や企業の財産の交換になるわけですから、両者がしっかりとメリット、デメリットを理解して

こそ、公平な取引になるわけです。そうなるためにも、市民の側に立つ、役所は聞かれたら答

えるという受動的ではなく、広報紙はもとより、ホームページ、そして補助金を申請する施主

さんに対しても資料を渡すなど、一つのルーチンとして資料などを渡してほしいと思います。

ぜひとも、補助金などを出す場合だけでなく、再エネ設備を敷設する企業と住民の方々に対し

て、これらの問題点、ネガティブ情報をしっかりお伝えしていただきたいと思います。

最終的に各自の判断に委ねるところになるわけですが、住民の説明会や再エネ設備を導入す

る個人宅、農地、企業への説明のときに、提供する企業からの説明だけではなく、行政として

ネガティブ情報をお知らせすることが必要です。ぜひともネガティブ情報を伝える体制をつく

っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（岩松永治） 環境課長。

○環境課長（横山聖二） 資源エネルギー庁の事業計画認定が必要な再生可能エネルギー発電

事業につきましては、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法が、令和６年

４月に改正されています。その特別措置法により、事業者が行う周辺地域の住民説明会につい

ては、事業者が市町村に事前相談を行うことになりましたので、事業者に対して、リスクや危

険性に関することも含めて住民説明をするよう、意見を述べていきたいと思います。

○議長（岩松永治） 山本康博議員。

○６番（山本康博） ありがとうございます。安全で安心できる南国市にするために、市長を

はじめ職員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。情報弱者が損を見ることがないように、

必要な、そして的確な情報を提供していただきたいとお願いいたします。

これで私の一般質問を終了します。御答弁いただきましてありがとうございました。

○議長（岩松永治） １番斉藤正和議員。

〔１番 斉藤正和議員発言席〕

○１番（斉藤正和） 議席番号１番、斉藤正和です。

通告に従いまして、一問一答形式、教育行政、介護人材について質問をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

それでは、学校間交流について質問をさせていただきます。

小学校から中学校へ進学する際には、勉強についていけるだろうか、どんな友達ができるだ

ろうかなど、様々な期待や不安を持っているお子さんもいらっしゃると思います。中学校にな

ると、ほかの小学校の生徒と学ぶこともあると思います。小学校が別々であった子供たちが同
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じ中学校に入学する際に生じる不安やストレスの問題点について、どのような取組を行ってい

るか、取組内容を教えてください。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 小学校６年生が中学校に入学した新しい環境

で不安やストレスを感じないようにする取組といたしましては、小学校６年時に各校で中学校

での１日体験入学を実施しております。その中学校に入学する小学６年生が、そろって中学校

生活の説明や授業見学、部活動見学などを行い、お互いの顔を知ることや、中学校生活がイメ

ージできるようにしております。

中学校の在校生と新１年生の交流といたしましては、北陵中学校ブロックでは、昨年度末に、

現中学校３年生が新入生の不安を和らげるためにと学級会で話し合い、４月に生徒企画のクイ

ズ大会などを行いました。同じブロックの小学校５校の６年生対象にアンケート調査を行い、

中学校への不安材料や期待していることなどを聞き、中学校としてどのように取り組んでいく

のかを、４月当初の職員会で全教職員と協議をしております。鳶ヶ池中学校ブロックでは、生

徒会と児童会がオンラインでつながって、入学後の不安に答えたり、一部、部活動では入学前

に一緒に練習をしたりして、顔合わせをしています。香長中学校ブロックでは、進学する４校

の６年生担任が参加し、児童の様子を共有するとともに、各校のバランスも検討しながら学級

編制を行い、本年度は例年以上にスムーズなスタートが切れていると聞いております。香南中

学校は令和４年度から特認校となっており、様々な中学校区から生徒が入学してまいります。

そのため、できるだけ早い時期に仲間づくり合宿を計画、実施し、仲間同士のつながりを大切

にしたピアサポートを行っております。このほか、小学校同士の連携として、北陵中学校ブロ

ックでは小学校５校合同での活動を行っており、小学校５年生では、仲間づくり交流会として、

青少年センター等に集まり半日ゲームをしたり、鳶ヶ池中学校ブロックでは、子供主体で学級

会、特別活動を進めることを、小中の３校でベクトルを合わせることによって、小学校で培っ

たことを中学校において自信を持って発揮できるようにしております。香長中学校ブロックで

は、教科の取組として、小学５年生の国語の教材での取組を、各小学校同士がオンラインでつ

ながり、交流して学び合いを行っております。香南中学校ブロックでは、合同の修学旅行も予

定をしております。このように、各ブロックで入学前から次年度の中学１年生になることを想

定した顔合わせをする機会を設定したり、授業スタイルを統一し、授業に見通しを持って、安

心して授業参加できるように工夫、改善を行うことにより、中１ギャップの解消を図っており

ます。



－225－

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございます。各学校によって工夫された取組が行われている

ということで、安心しました。しかしながら、お子さんの中にはまだまだ不安を感じるという

方もいらっしゃると思いますので、新たな取組、どんどん続けていっていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

続きまして、いじめ問題についてです。

新学期が始まって２か月が経過しました。子供たちも新しい環境に慣れ始めた頃だと思いま

す。慣れ始めてくると、様々な問題も生じてくるのではないかと思います。この６月、そして、

夏休み終わりの９月というのは、子供たちがつらいと感じることが多い月とも言われておりま

す。

そこで、最近の小中学校におけるいじめ発生状況、傾向について教えていただきたいです。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 平成25年６月に施行されたいじめ防止対策推

進法第２条第１項において、「「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校

に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影

響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象

となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されております。かつてのいじめの定

義にありました、「自分より弱い者に対して一方的に」、「継続的に」、「深刻な苦痛」との

要素は、法律上の定義には含まれておりません。また、平成28年からは、児童生徒の問題行動

・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査において、けんかやふざけ合い等であっても、背

景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し認知を行うこととされておりま

す。南国市でのいじめの認知件数は、平成30年度は182件でしたが、令和５年度は455件と増加

しております。これは、教職員がいじめの定義を認識して、積極的に認知している結果である

と考えております。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございます。いじめの定義が変わり、いじめの認知件数が増

加したということは、大切な情報だと思います。そして、この増加は、教職員の方々がいじめ

の定義を正しく認識し、積極的に取り組んでいる結果だと思います。ありがとうございます。

このいじめの被害者に対する支援策について、現在の取組について教えてください。

○議長（岩松永治） 教育次長。
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○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） いじめ防止対策推進法で定義されたいじめの

初期段階のいじめは、子供たちだけで解決することも多々ありますので、教職員が適切に関わ

りながら、子供たち自身で解決する力を身につけさせることも大切だと思っておりますが、ほ

んのささいなことから予期せぬ方向に推移し、重大な事態に至ることもございますので、初期

段階のいじめであっても、学校が組織として把握し、必要に応じて指導し、解決につなげるこ

とが重要だと考えております。いじめを認知した場合の対応については、法律、指針、ガイド

ラインに細かく載せられており、それに準じた対応をしなければなりませんので、各校におい

ても、年度当初の校内研修等で研修を行っておるところでございます。

いずれにいたしましても、いじめ対応は早期の認知と組織的な対応が重要ですので、継続し

て取り組んでまいります。また、保護者や地域の方々にもいじめの定義については周知してま

いります。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございます。こうした対応をされる教職員の方にも知識が必

要になってくると思いますが、教職員のいじめ対応能力向上のための研修、または教育プログ

ラムについては行われているでしょうか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 各校とも、年度当初の職員会で、いじめ防止

基本方針の確認やいじめの定義と構造を教職員で共有をしております。また、校内研修等では、

未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対処、いじめを未然防止する学級づくり、いじ

め問題への的確な対応等の取組を行っております。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございます。その取組、非常に重要なことだと思います。職

員間での情報共有、そしてスキルの向上のためにも、研修、どんどんどんどん続けていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

いじめの早期発見や予防策について、どのような取組が行われているでしょうか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 未然防止の取組といたしましては、市内小中

学校で、南国市こども宣言ポスター、高知家いじめ防止宣言を各クラスに掲示し、各クラスで

決めたいじめ防止の取組が常に確認できるようにしております。そのほかには、学校によって

異なりますが、仲間づくり合宿や友達のよいところ探し、言われてうれしくなったり元気にな
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るふわふわ言葉、言われて嫌な気持ちになったり悲しい気持ちになるちくちく言葉を知ること

などによって、人と接する際に必要な姿勢や態度などを学ぶ人間関係プログラムを取り入れて

おります。

早期発見の取組といたしましては、全児童生徒を対象とした学校生活アンケート調査及び年

２回行うＱ－Ｕアンケートを教職員全員で分析し、児童生徒一人一人の状況や変化を確認して

おります。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございます。子供たちに学びの機会があるということは大変

すばらしいことだと思います。子供たちが学んでいくことにより、いじめに気づくこともある

と思います。あ、いけなかった言葉だというふうなことですけど、そういった場合、いじめの

報告、相談窓口について、児童生徒、保護者の方が利用しやすい環境は整っているでしょうか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 児童や生徒、その保護者から相談を受ける窓

口でございますが、まずは学級担任に相談をしていただけたらと思っておりますが、事情によ

り相談しにくい場合は、学年主任や養護教諭、校長などの管理職などの担任以外の教職員にも

相談は可能でございます。教職員以外ですと、常駐ではございませんが、スクールカウンセラ

ーが各学校に配置されておりますので、相談することが可能となっております。

また、学校での相談がしづらい場合は、教育支援センターに配置されておりますアウトリー

チ型のスクールカウンセラーや学校教育課の指導主事も相談を受けることができます。御相談

いただいた内容につきましては、相談者の意向にもよりますが、学校と教育委員会事務局で共

有し、対応することになります。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございます。様々な窓口が準備されていて、相談しやすい体

制が整っているのではないかと思います。しかしながら、言葉ではなかなか伝えにくい悩みっ

ていうのも存在するのではないかと思います。先日、私もインターネットのほうで、南国市い

じめ相談ということを検索させていただきました。そのときに、チャット形式であったりとか、

今ですと様々なツールがあると思うんですけど、なかなか非言語での相談窓口のツールってい

うものを見つけることができませんでした。リンクとして厚生労働省のほうにはあったのです

が、厚生労働省のほうに相談しても、どこの小学校の誰が相談しているのかということは、す

ぐには分からないのではないかと思いました。
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そこで、提案として、非言語でのチャット形式での相談窓口、もしくは専用アプリを通じた

相談ができる環境の整備をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

次の質問です。悪気はなくてもいじめの加害者になるケースもあると思います。いじめの加

害者に対する適切な対応や教育について、どのような取組が行われているでしょうか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 現状によるいじめの定義でございますと、議

員が言われましたように、悪気がなくても加害者になっている場合もございます。また、加害

者が被害者であったり、被害者が加害者であることもあります。そのため、聞き取りを慎重に

行い、全容をしっかりとつかむことが大切になってきます。そして、子供たちには、視点取得

の考え方、相手の立場に立って考えるということにより反省を促し、再発を防ぐ取組を続けな

ければなりません。周りの者に嫌な思いをさせないという取組は、道徳や特別活動を含め、全

教育活動において取り組む必要があると考えております。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございます。ケース・バイ・ケースということで、非常にデ

リケートな問題もあると思いますので、引き続き慎重な対応をお願いしたいと思います。つい

つい言ってしまった何げない一言で人を傷つけた、その思いを引きずることもあると思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

いじめ問題に対する市教育委員会の取組や方針について、教えていただけますか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） いじめ問題に特化した取組ではありませんが、

全小中学校で、朝来たら、自分の端末機を広げ、「きもちメーター」に答えるように取組をし

ております。悲しい、怒っているで答えた児童生徒には、担任や養護教諭が声がけをするなど、

いち早く対応して、子供たちのＳＯＳを見逃さないように対応をしております。ほかにも、南

国市では、児童生徒に対して楽しい学校生活を送るためのアンケート、Ｑ－Ｕアンケートを年

２回実施しております。質問項目は、やる気のあるクラスをつくるためのアンケート、居心地

のよいクラスにするためのアンケートとなっております。アンケート結果を各学校で分析して

対策を立てることで、いじめなどの未然防止が図られていると考えております。個々の児童生

徒の状況に応じた必要な支援やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機

関との連携、アウトリーチ機能強化による教育相談体制などを引き続き進めてまいります。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。
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○１番（斉藤正和） ありがとうございます。いじめ問題に対する具体的な取組、教えていた

だきましてありがとうございます。

まず、全小中学校で実施されている「きもちメーター」の取組についてですが、児童生徒が

自身の感情を日々チェックし、早期に担任や養護教諭の先生方が対応してくれるということで、

いじめ問題、そして心の悩み事、早期発見につながる取組だと思いますので、大変有効だと思

います。そして、やっぱりアンケート、年２回実施されているということで、それも気づきに

つながると思います。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携、

様々な取組がされていることで安心しました。もうすぐ夏休みに入ります。子供たちには楽し

い夏休みを過ごしてもらいたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

そして、市民の方がいじめ問題に対してどのような役割を果たすことができるのか、提案や

呼びかけがあれば教えていただきたいです。

○議長（岩松永治） 教育長。

○教育長（竹内信人） いじめ問題に対して、市民はどのような役割を果たすことができるの

かという御質問ですが、成長期の子供たちが集団で過ごす中で、人間関係が崩れたり、トラブ

ルが発生することはありがちです。このトラブルが深刻な状態に陥らないよう、窓口を広げて、

初期の段階から対応し、解決に導くというのが、このいじめ防止対策推進法の趣旨でございま

す。また、対応の方法も、教員個人が対応するのではなくて、組織的に方針や計画を立て、組

織として対応することが求められております。この法律では、いじめの定義を心身の苦痛を感

じているものと広く定義をされておりますので、どこにでも起こり得るという環境の中で、早

期に対応することにより、深刻化を防ぎ、トラブルがあったとしても、修復し、解決し、乗り

越えていくことにより、将来的には社会の形成者としてよりよい人間関係を築いていける社会

人として育ってほしいという思いがあります。そのため、いじめやいじめの疑いは、学校外に

おいても起こり得るものだと考えますので、子供たちの異変に気がつけば、関係部署への情報

提供や相談をお願いしたいと思いますし、しんどい思いをしている子供を孤立させないような

環境づくりが肝要だと考えております。そして、私たち大人は、何より社会全体で子供たちの

健全育成を見守る機運と、私たち大人自身が子供たちの範となり得る人間関係を築いていくこ

とが、最大の役割、責務ではないかというふうに考えております。以上です。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございました。私たちも子供たちの模範となれるように、し

っかり頑張っていきたいと思います。
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それでは、次の質問に移りたいと思います。

介護人材不足についてです。

今年度は、介護保険改定がありました。介護報酬改定では、プラス1.59％、その内訳には、

介護職員の処遇改善分、プラス0.98％が含まれています。この0.98％と言いましても、なかな

か職員の給料が、じゃあどれだけ上がるのかということがぴんとこないのではないかと思いま

す。私が伺った通所介護事業所の職員の場合ですが、１人当たりが月額8,750円の処遇改善に

なるのではないかという話でした。というのが、この改定、６月からが対象となっております

ので、ちょっとまだここは予測的な数字になるということでした。事業所ごとに違いもあると

思いますが、この物価高騰、そしてほかの産業の賃上げもあり、現状では人材確保にはまだま

だ課題があるのではないかと考えます。全国的には、団塊の世代が75歳を迎える後期高齢者と

なる2025年頃より、後期高齢者の増加とともに介護を必要とする方も増えてくると予測されて

います。厚生労働省の推計によると、必要とされる介護人材、253万人に対し、供給できる介

護人材は215.2万人、このままでは約38万人も不足すると予測されています。また、少子・高

齢化問題と相まって、介護、医療、社会保障など、様々な問題が浮上することが予測され、介

護サービスの質の低下も懸念されています。このままでは、介護難民、そして介護離職が増え

るのではないかと思いますが、現在の南国市内の介護施設における人材不足の状況について、

具体的な数字やデータがあれば教えていただけますか。

○議長（岩松永治） 長寿支援課長。

○長寿支援課長（中村俊一） 具体的なデータはございませんが、第９期介護保険事業計画策

定時に、株式会社日本総合研究所提供の介護人材需給推計将来推計ワークシートを用いて推計

をいたしました。そうしますと、常勤職員換算で、令和７年には66人の不足、令和12年には

130人の不足と推計されております。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございます。南国市内でも人材不足が心配されているという

ことですが、私が伺った南国市内の介護施設のほうでも、既に求人を出してもなかなか応募者

が現れず、紹介会社に依頼をして職員を確保しているという話がありました。令和５年度には、

人材確保のために600万円の費用を使ったと話されておりました。600万円です、１事業所です。

１事業所で600万円です。このお金があれば、60名の職員の年収を10万円上げること、または

介護サービスをするための設備を導入することができたのに、本当にもったいない。そして、

このままでは立ち行かなくなってくるのではないかという話をされておりました。求人を出し
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てもなかなか人が来てくれないのであれば、離職者を出さないことも必要になってくると思い

ます。職員の離職には、給与面のほかにも様々な問題があると思いますが、介護職員の待遇改

善や働きやすさ向上の取組は行われているでしょうか。

○議長（岩松永治） 長寿支援課長。

○長寿支援課長（中村俊一） 市が指定する事業所へ実地指導に赴いた際には、ハラスメント

対策、研修の実施状況などでございますが、について聴取し、指導、助言などを行っておりま

す。

また、加算につきましても見てはおりますが、これはおおむね獲得できているものと思われ

ます。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございます。介護の離職理由で多いのが人間関係というデー

タもありますので、ハラスメント対策は有効なのではないかと思いますが、介護職員の養成や

教育についても必要になってくると思います。市内で取組は行われていますか。

○議長（岩松永治） 長寿支援課長。

○長寿支援課長（中村俊一） 高齢者の生活支援や介護予防の担い手を養成する暮らしのサポ

ーター養成講座を、令和４年度から実施しております。修了者は、訪問型サービスＡの事業所

において、生活援助の一部に従事することができます。今後は、訪問型サービスＡの事業所を

確保し、修了者が活躍できるよう取り組んでいく必要があります。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございます。少しでも人材確保していっていただきたいと思

いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

介護の人材不足による影響や課題について、市の今後の対応や計画があれば教えていただけ

ますか。

○議長（岩松永治） 長寿支援課長。

○長寿支援課長（中村俊一） 先ほどの暮らしのサポーター養成と訪問型サービスＡ事業所の

確保に、引き続き取り組みます。

また、事業者への支援としては、物価高騰緊急対策給付金を、令和４年度、５年度に引き続

き実施いたしたく、今年度、６月補正予算案に計上いたしました。

また、介護予防により給付の総量抑制をする必要がございます。短期集中予防サービスやセ

ルフマネジメントケアの普及に努めてまいります。
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ただ、議員が冒頭にも上げましたように、令和６年の介護報酬改定における職員の処遇改善

部分の改定率はプラスの0.98％でした。他の産業が賃上げを達成している状況下で、若い人へ

の業界参入を促すには、やはりさらなる報酬改定が欠かせないものと考えます。

○議長（岩松永治） 斉藤正和議員。

○１番（斉藤正和） ありがとうございます。新たな人材確保、事業所への支援、継続してお

願いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

そして、なかなか目が向かない、今働いている職員の方々へのサポートを併せてお願いした

いと思います。職員の方々は日々の業務に追われています。なかなか気持ちを発する場もござ

いません。南国市が中心となって、介護をやってみよう、そしてこの仕事を続けようと思える

環境づくりを進めていってほしいと思います。連絡会や協議会、あると思います。その前に、

一度、介護施設の見学をしていただき、職員の話を聞いていただきたい。その上で支援策の検

討をお願いしたいと思います。

以上で私の質問を終わりたいと思います。御答弁ありがとうございました。

○議長（岩松永治） ７番斉藤喜美子議員。

〔７番 斉藤喜美子議員発言席〕

○７番（斉藤喜美子） ７番、なんこく市政会の斉藤喜美子です。

一般質問も最終日でお疲れのこととは思いますが、御答弁のほどよろしくお願いします。

今議会では、市民の命を守る防災と防災における福祉の状況について、また今、国を挙げて

の喫緊の課題としての少子化対策と保育現場の状況について、特に女性の視点を交えての質問

ができたらと思いますので、よろしくお願いします。

まずは、防災からです。

同僚議員も、今回、多く質問しています防災について御質問いたします。

やはり、今年は能登半島における大きな地震から始まった衝撃で、それ以来、今まで以上に

自分事として災害を考える人が増えてきていると感じております。５月のゴールデンウイーク

には、南国市の中心地にあります土曜市におきまして、防災フェスタというイベントをしまし

た。起震車体験やペット同行避難のお話、防災に関しての講習などをしましたところ、想像以

上に多くの来客があり、市民の関心が高くなっていると実感いたしました。また、５月26日に

は、香南市で高知県防災訓練があり、これは、毎年、関係機関が南海トラフ地震を想定し、広

域での連携訓練をするものですが、私ももう10年近く、高知県薬務衛生課のブースでペット同

行避難の啓発をしております。例年ではブースを訪れる方もまばらでして、立ち寄って相談を
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する人もそう多くないのですが、今年は次々と自分の飼っている犬や猫の御相談に来られたり、

準備品や持ち出し品の展示を見て質問をされたり、実際にわんちゃん連れの方が犬をケージに

入れるトレーニングデモンストレーションを見学されたりと、今までと全く違う反応で、やは

り能登の地震、そして４月の豊後水道での地震で、他人事ではないという意識が高まってきて

いると感じました。南国市でも、本年度も南国市地域防災計画を基に、具体的に避難訓練や避

難所の運営訓練をしていくわけですが、実際、被災された避難所の状況はどうだったのでしょ

うか。被災地の石川県に実際に行かれた危機管理課長に、避難所の状況をお尋ねします。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 私が支援業務を実施しましたのは、石川県金沢市内に設置され

た1.5次避難所であります。この1.5次避難所は、道路やライフラインの状況の極めて悪い輪島

市や珠洲市等の被災地から高齢者、要配慮者を中心に収容し、ホテルなどへの２次避難につな

げることを目的として、石川県が設置し、運営されたものです。この避難所で、石川県、高知

県、介護士チーム、看護師チーム、保健師チーム、ボランティアチームのワンセットで活動を

いたしました。避難者の中には、子供さんを亡くされた方もおられ、今回の震災の悲惨さを改

めて突きつけられた思いがいたしました。支援に当たった避難所では、避難者数の累計291人、

男性52％、女性48％、65歳以上が70％となっておりました。私の活動期間では、避難者のほと

んどが高齢者や障害をお持ちの方でした。石川県の職員の方に伺うと、現在ここに避難されて

いる方のほとんどが介護や介助、見守りを必要とすることや、見知った人のいない場所への避

難に不安を覚え、２次避難所への避難をちゅうちょし、次の段階へ進むことができない状態で

あるとのことでした。この状況は、私が活動を終える時点でも解消することはありませんでし

た。今回の支援業務の経験を通して改めて実感したことは、避難所はゴールではなく生活再建

の出発点となる場とならなければならないということです。さらに避難生活での災害関連死を

防ぐためには、避難所では様々な立場の方の支援が必要であるということです。今回の支援業

務では、行政職員だけではなく、介護、保健、看護、ボランティアの各チームが一体となって、

避難者の状況を情報共有しながら支援に当たったところです。これら関係団体と事前にしっか

りと支援体制を築くことが重要であり、今後の課題であります。以上です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。特に課長が派遣された先の1.5次避難所には、

高齢者や障害者の方など、要配慮者の方が多かったということですが、もともと能登自体が大

変高齢化をしている場所だということで、同じく高齢化率の高い南国市や高知県内、全国の地
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方でも、そういう避難所の運営をしなければいけないということになろうかと容易に想像でき

ます。そして、地元のつながりを離れることを不安に思われて、なかなか２次避難所に行くこ

とができないという話も、避難計画には人の不安な気持ちを加味しておかなければならないと

いうこともあると、改めて考えさせられました。担当課として、大変貴重な体験だったと思い

ます。避難におきましては、健常者や若い方ばかりではなく、このように御高齢者、また障害

を持たれている方など、要支援者の方が多数おいでることをしっかりと考えておかないと、実

際の被災時に大切な命を守ることができないという事態になりかねません。本市では、避難を

するときに自力では避難できない、支援が必要な方に関しまして避難行動要支援者登録制度を

設けており、これは施設に入所中や長期入院中以外の身体障害、知的障害、精神障害、要介護

認定者、その他市長が避難行動要支援者と判断した方が登録することで、地域での日頃の見守

りや防災訓練、避難時には地域で声かけや支援などをしてもらうというものだと認識しており

ますが、その内容と進め方、また今の登録状況を福祉事務所長にお尋ねします。

○議長（岩松永治） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（天羽庸泰） どのように進めているかでありますが、住民基本台帳、身体障

害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、要介護認定の情報から対象者を抽出しまして、

避難行動要支援者に該当された方には、避難行動要支援者登録制度の案内を郵送しております。

令和６年３月31日現在でありますが、外部への情報提供に同意されてる方は、避難行動要支援

者台帳登録者1,001人のうち531人であります。個別避難計画の作成は、本人、または家族が必

須情報を記載されていることが条件になりますが、同意されている方531人のうち、個別避難

計画の作成ができているのは209人であります。現在、市の関係課、民生委員や自主防災組織

等の地域の支援組織などへの情報共有を行い、支援のネットワークを広げる共助の基礎資料と

なることを主な目的としておりますが、登録者自身が、住まいの耐震、物資の備え、避難場所

の確認や家族などとの連絡方法の確認など、自助を高めるきっかけとなるような案内について

検討しております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 発災しますと、行政側も被災いたします。全国的に公務員の数も減少

している昨今、その上、住民の高齢化率も上がっているわけでして、公助には限界がある中、

やはり地域での助け合いは必要不可欠となるかと思います。その場合、どうしても外部への情

報共有も必要で、どこにどういう支援が必要な方がいるのか、地域が把握しておかねばなりま

せん。出歩く機会が少ない障害をお持ちの方や御高齢の方などは、日頃、御近所でのお付き合
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いが少ないとなると、お互い、なかなか声かけやいざというときのお手伝いもしにくい状況に

なると思います。そんな中、必要な制度だと思うのですが、まだ要支援者台帳登録者の登録者

数の半分の方しか情報提供の同意を得られておらず、またその半分以下の方の個別避難計画作

成でとどまっているということで、心配なところです。公助が難しい分、共助を地域にしても

らうために、まずは情報共有をしていただけたらと感じるところです。個人的には、個別避難

計画作成は、はっきり申しまして、かなりな自治体の負担であると思っています。健康状態が

一定でないと考えますと、一度作っても、また作り直しの繰り返しになるのではと懸念してい

るところですが、作成することによる要支援者との関係づくりという側面を期待できると思っ

ています。要支援者のおいでる御家庭にも、所長のおっしゃるとおり、自助の面で防災力を上

げていただくための御案内も、今後、とても大切になるかと思いますので、可能な限り速やか

に登録と情報提供、個別避難計画に取り組んでいただけたらと思います。

また、そういう方々の中には、一般の避難所にはなかなか入れない場合もあろうかと思いま

す。その場合、福祉避難所への避難となろうかと思うのですが、南国市においてはどのような

計画と現状であるのかをお教えください。

○議長（岩松永治） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（天羽庸泰） 南国市の福祉避難所は14か所でして、受入れ可能人数は、要配

慮者とその介助者の合計約1,000人であります。14か所のうち２か所は重症心身障害児者対応

の福祉避難所でして、重症心身障害児者とその介助者の合計の定員は78人であります。香南市、

香美市、大豊町とともに協定を締結しています知的障害児者、発達障害児者を対象とする広域

福祉避難所は、南国市内に２か所ありまして、受入れ可能人数は、障害児者とその介助者の合

計約100人であります。南国市の福祉避難所は、全て指定ではなく協定によるものであります。

全ての福祉避難所が訓練を実施できているわけではないことや、福祉避難所の開設を想定した

マニュアルの整備とか、物資の確保もできていないところが現状でして、課題が多いと考えて

おります。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 指定避難ではないということで、まだ具体的な運営の準備ができてい

ないような感じだと思います。福祉施設での避難訓練も、実際にここ数年はコロナ禍でさすが

にできていないのが普通だと思いますので、施設側との連携不足も仕方ないとは思うところで

すが、所長御自身も認識されているとおりに、課題はまだまだ多いと感じます。施設が地域の

要支援者を玄関ホールで受け入れることしかできず、野戦病院のようになったというような危
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機管理アドバイザーの話も聞いたことがあります。やはり具体的に計画をつくり、実際に動か

してまた改善をするという繰り返しが必要ですし、特に自力で避難できない、支援を必要とす

る方には、そういう取組をしっかりとして、周囲にも見える化、周知しないといけないと思い

ます。国も、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の令和３年の法改正に、個別

避難の作成を市町村の努力義務としておりますが、南国市だけではなく、全国的にも福祉避難

所の数の不足、訓練もほとんどしておらず、連携もなかなかできていないのが現状のようです。

ただ、要支援者を救うということは、そこに一緒にいる御家族やお世話をされている方の命を

も守ることとなりますので、そこはしっかり認識の上、自助、共助へとつなげる取組が必要と

なると思います。なかなか縦割り行政の中で、このように複数部署に管轄が分かれる場合には、

市民から見ても、どこで何が取り組まれているのか、どこに相談すればいいのか、分からない

ということもあるかと思います。という私自身、不勉強で、最初、この話についても、誰に聞

けばいいのか迷うような感じでもありました。

そこで、改めてお伺いしますが、南国市では、防災と高齢者や障害のある方の災害時対応に

関して、どのような取組を、どの部署でやっていらっしゃいますか。

○議長（岩松永治） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（天羽庸泰） 災害に関しましては危機管理課が主管でありまして、その中、

要配慮者対策につきましては福祉事務所が管轄であります。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。災害対策の統括は危機管理課が各部署にも関

わり、その中で、福祉対策に関しましては福祉事務所ということですね。危機管理課が本当に

お忙しい部署であると改めて感じるとともに、人員が足りているのかと心配になります。ペッ

トの同行避難の話もそうですが、どうしても行政業務、縦割りでして、そこが担当課同士が話

が交わっていない。せっかく皆さん、真剣に取り組んでいただいているのですけれど、やはり

現場も含めて横の関係もつくっておかないと、いざ実際に行動に移そうとしてもうまく連携が

できないと思います。

そこで、行政内では、危機管理課と福祉事務所は要支援者への対策について、どのような連

携を取られていますか。高知市では、防災担当と福祉担当が情報交換をする部会をつくってい

ると聞いておりますが、いかがでしょう。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 災害対策本部運営の統括業務を担う危機管理課として、各部署
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の災害対応業務について、積極的に関わる必要があると考えております。

要配慮者対策に関しましては、従前から福祉事務所と連携を図ってまいりましたが、引き続

き、課題解決に向けて情報共有を進めてまいります。

○議長（岩松永治） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（天羽庸泰） 要配慮者対策、福祉避難所につきましては、基本的には、危機

管理課と課題の共有、情報交換の上で取り組んでおります。松下議員の６月19日の一般質問に

もありました、そのとき提案のコミュニケーション支援ボードにつきましても、危機管理課と

協議しまして、共有しております。

避難行動要支援者登録制度で、情報提供に同意をいただいた方の情報につきましては、福祉

事務所からは民生委員、児童委員、危機管理課からは自主防災組織へ年２回、情報提供を行っ

ておりまして、共助の基盤となっています。民生委員、児童委員は日頃の見守りなどの平時か

らの関係性づくり、自主防災組織では避難訓練などに活用をされていると考えております。加

えて、民生委員、児童委員から自主防災組織との連携を図りたいという声もいただいておりま

して、市としても、協働できるように取り組んでいきたいと考えております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。まさに顔の見える関係づくりで、発災時には

臨機応変に対応して、機能する組織を目指していらっしゃると思います。マニュアルづくりも

大事ですが、実際の災害は想定どおりにはいかない部分もあろうかと思いますので、平時の事

前準備と関係づくりはとにかく大切です。そして、やはり要支援者として登録されるような方

こそ、自主防災組織の皆様との連携が大事になります。そこはぜひ早急に支援体制をつくって

いかなくてはいけません。

ただ、要支援者、配慮の必要な方を避難所で受け入れることとなった場合、日頃、そういう

方とのお付き合いがないと、避難所でもどういう対応をしてあげればいいのか、戸惑うことも

あろうかと思います。危機管理課長からの報告でも、石川県の支援先では、高齢者や障害をお

持ちの方が多いところで、介護、保健、看護、ボランティアの各人員が１チームとなって支援

に当たったということでした。自主防災組織などの避難訓練に、福祉専門家で構成された災害

派遣福祉チームのＤＭＡＴの皆さんも参加してもらってはどうでしょうか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 私が支援しました1.5次避難所でも、ＤＭＡＴのように福祉支

援を行う介護士チームや看護師チームが活動されておられました。本市の避難所でも必ず必要
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になる支援であります。スムーズに外部支援を受け入れるためにも、事前にＤＭＡＴなどの支

援チームと訓練を実施し、顔の見える関係を築くことには大きな意義があります。今年度も避

難所運営訓練が各地区で行われますので、ＤＭＡＴの参加について、調整をしたいと思います。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ぜひよろしくお願いいたします。

2016年の熊本地震では、実に273人の亡くなられた方のうち81.6％の223人の方が災害関連死

をされております。つまり、直接死を免れても、その後の避難所や自宅避難での生活環境の悪

化により心身状態が急激に悪くなり、結果、死亡に至ったということだと思います。死亡に至

らないまでも、要介護度が上がったり認知症が悪化したりで、被災後の支援が難しくなるとさ

れています。被災後の最重要な応急対策は、災害関連死を防ぐことと言われていますので、専

門チームとの情報交換はとても大切な取組になると思います。自主防災組織や地域の共助によ

り、今後の要支援者との防災訓練をぜひ実施していただきたいのですが、南国市でも、地震の

ときの津波からの避難に不安を感じるところです。なかなか自力で避難しにくい方々は、もと

もと避難訓練にも出てきにくい。東日本大震災では、亡くなられた方の約６割が高齢者でした。

そして、その方々を屋内に探しに行ったり救助支援されようとした方も、数多く亡くなってお

ります。

そこで、例えば黒潮町の玄関先まで出てきてもらうような避難訓練を、南国市でもできない

でしょうか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 玄関先避難は、避難行動を支援する側にとっても迅速な手助け

が可能となり、実効性のある避難の在り方になるのではないかと思います。毎年、各地区で避

難訓練が行われていますので、実施に向けて、南国市防災連合会でも協議してまいります。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） よろしくお願いします。

ペットの同行避難啓発などに、避難訓練に行っても迷惑になるからとペットを家に置いてき

た、ペットを災害時どうするかは分からないので考えていません、という方とよくお話をしま

す。同じく、迷惑になるから、どうすればいいか分からないから、声をかけてもらっていない

からと、高齢者の方や障害者の方、また要配慮者になる方々が参加をしないのであれば、形骸

的な訓練になってしまっていると言わざるを得ません。高齢者や障害のある方、また要配慮者

にしっかりとフォーカスをした対策をすることが大変重要だと思います。避難弱者と言われる
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方々が参加することで、避難をしなくてはいけない当事者意識を市民も持つことができるよう

になると思います。怖いのは、他人事で終わること、自分は大丈夫と思うこと、考えないよう

にしてしまうことです。自分事として捉えるために、防災教育や自主防災会での研修に災害体

験者の語り部の方のお話を聞く機会を設けてみてはどうでしょうか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 本市では、毎年、自主防災会を対象としたリーダー研修を実施

しており、昨年度は東日本大震災を体験された方をお招きして講演を行っていただきました。

本年度も体験者をお招きしての研修を予定しております。

また、十市小学校では、昨年度、リーダー研修にお招きした語り部をお招きして学習するこ

とを計画しております。リーダー研修につきましては、自主防災組織だけではなく、幅広く参

加を呼びかけるように進めてまいります。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） リーダー研修と聞くと、リーダーだけ出ておけばよいような感じにな

るので、各小学校や参観日で保護者の皆様にも聞く機会があればいいかと思います。特にお子

様をお持ちの御家族の方などは、お子様を災害で亡くされた方のお話などは本当に他人事では

ないと、真剣に防災について考えるきっかけになると思います。

避難所運営に関しまして、私自身も防災士の資格を持っておりますが、やはり男性とは違う、

日々の生活の中で家族の世話をしたり、育児出産を経験したりしている女性が防災の知識を持

ち、地域防災に参画をすることは、今後、災害時対応の問題解決に生かせる力になると思って

います。

そこで、今現在、南国市には女性防災士は何人くらいいらっしゃるのでしょうか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 令和４年度の数字になりますけれども、本市在住の防災士は

360名であり、うち116名が女性であります。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 結構おいでるなという印象ですね。皆さんが自主防災組織で御活躍と

いうわけでもないかもしれませんが、しかし今こそ、防災意識も高くなっていますので、ぜひ

男性と同じくらいの数、女性防災士が増えてくれたら、避難所の中身も変わってくると思いま

す。女性防災士育成に特化した補助金などで支援ということはできませんでしょうか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。
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○危機管理課長（野村 学） 本市では、令和４年度から、地域防災若者リーダー育成事業と

して、市内中学生を対象に防災士資格取得講座を開催しているところです。本年度も８月に実

施する予定としておりますが、令和４年度、令和５年度の２か年で65名の中学生が資格を取得

し、うち女性は29名です。この事業が女性防災士の育成にもつながると考えており、継続して

取組を進めてまいります。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ここでも少し女子より男子が多いみたいですが、若い女性の防災士や

若い消防団員が増えて、これから南国市の自主防災会などで活躍してくれることを期待します。

先ほども、災害関連死は避難所や避難生活の劣悪な環境が引き起こすと申し上げましたが、

日本の避難所はまだまだ改善される見込みが少ないのが現状です。もっと女性の意見を出して、

情報共有し、学び続ける場をつくっていただけたらと思います。せっかく女性防災士も多くい

らっしゃるわけですので、他市のように南国市女性防災士連絡会をつくれませんでしょうか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 本市では、南国市防災士連絡会が設置されており、危機管理課

が事務局を担っております。この連絡会の中で、例えば女性部会をつくることは可能であると

考えております。７月には南国市防災士連絡会の総会を開催予定ですので、議題として諮るこ

とを検討してまいります。

○議長（岩松永治） 昼食のため休憩いたします。

再開は午後１時であります。

午前11時58分 休憩

――――◇――――

午後１時 再開

○議長（岩松永治） 会議を開きます。

引き続き一般質問を行います。７番斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 昼休みを挟みまして、引き続き、女性目線の防災と避難所における福

祉について質問させていただきます。

防災士というのは、個人で取得しても活動する機会があまりなくて、私もこれはもったいな

いと思い、先日、ようやく南国市の防災士連絡会に入ったばかりです。防災の現場に女性の意

見をという話は福田議員からも出ていましたが、ぜひ女性ならではの目線で防災を考え、また

避難所の在り方を考えることができたら、災害関連死を防ぐことも、安心・安全な避難所運営
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においても改善できることがあるかと思います。まだまだ被災地の避難所が、日本は全く改善

されてない話を先ほどもしましたが、体育館に雑魚寝、男性であろうと女性であろうとプライ

バシーを保てないところがあるとのことで、特にトイレ不足は大きな問題で、排せつは健康管

理の要ですし、我慢したりできません。丁野議員からも災害時用トイレの提案をされていまし

たが、女性や子供、高齢者や障害のある方も安心して使えるトイレが、しっかりとした数、確

保されていないといけません。

そこで、避難所運営の改善に向けて、ぜひ南国市にもスフィア基準を、災害支援の在り方と

して導入していく方向で考えていただきたいです。内閣府防災担当が平成28年に発行した避難

所運営ガイドラインでは、避難所の生活の質の向上が書かれていて、参照すべき国際基準にス

フィア基準が書かれています。熊本地震でも、益城町で既に参考にされていたとのことで、お

隣、徳島県も、我慢をさせない災害支援ということで、スフィア基準を取り入れる取組として、

勉強会や講演会などを開催しているそうです。トイレの数が20人に１つとか、トイレの数の男

女比が１対３であるとかがよく話題になるスフィア基準ですが、本来は被災時においても基本

的人権が守られて、人道的に人間らしく、その人らしく生きていくための支援を受けることが

できるという内容ですので、そこは誤解のないように、これは今後の取組としてやってもらい

たいお願いです。危機管理課長もおっしゃったように、避難所はゴールではなく生活再建の出

発点となる場とならなくてはならない。そのためにも、避難所で我慢や苦しい思いを強いられ

たり、避難所生活が原因で関連死を引き起こしたり、女性や子供が安心できず危険な目に遭う

ようではいけませんので、今後の取組として御検討をよろしくお願いいたします。

次の質問に移ります。

避難所の改善の話の後は、次の段階として、自宅に帰れない方に仮設住宅を建設ということ

になろうかと思いますが、南海トラフ発生時には、仮設住宅はどのくらい必要と試算されてい

ますか。

また、建設する用地はどのくらい確保されているのでしょうか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 南海トラフ地震の発生時には、最大5,400戸余りの仮設住宅と、

それを建設する用地が約50万平方メートル必要と想定されています。そのうち確保できている

面積は約22万平方メートルで、現時点で十分な面積を確保できておりません。建設用地の事前

の確保は難しく、公有地を候補地として整理しているのみの状態となっており、確実な建設用

地確保が従前からの課題となっております。
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○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 先日、大豊にムービングハウスのストックヤードを視察に行きました。

ムービングハウスは輸送コンテナサイズで、トラックで運べて、被災後、早期に入居できると

のことで、大豊のストックヤードのムービングハウスもほとんどが能登半島地震の被災地に出

払っているということで、行ったときにはほとんどありませんでした。今後、ムービングハウ

スなどを活用するような予定はございますでしょうか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 仮設住宅としてのムービングハウスの活用は、迅速な建設のた

めに有効であると考えており、現在、危機管理課では、ムービングハウス協会と協定を締結す

るべく準備を行っているところです。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） よろしくお願いいたします。仮設住宅をもし建設するとしても、建設

用地がまだ半分以下という確保状態ということで、ここも今後どうしていったらいいのかを考

えないといけないと思います。

先日の５月26日の香南市での高知県防災訓練のときの関係者駐車場に、ツヅキの敷地を使っ

ておりました。建物はどうかと思いますが、敷地は管理者に尋ねてみてもいいのではないかと

思いましたし、白木谷だと四国鉱発の採掘跡が広く広がっています。ヘリポートもあります。

公有地だけでは間に合わないと思いますので、積極的にいろんなところに声かけをすることも

必要かと思います。

また、広域における大規模災害であった場合、資材不足や建設に関わる人手も不足すること

は容易に想像できますし、仮設住宅は建てられたとしても、いずれは撤去ということにもなり

ます。数の制限も今はあるかと思いますが、生活再建のための一つの手段として、ムービング

ハウス協会との協力体制もよろしくお願いいたします。

もうこうなりましたら、危ないところにお住まいの方は、もっと安全なところに最初から住

んでいただけたらということも考えてしまうところです。国交省としては、事前防災として、

防災集団移転事業で、被災してからの移転ではなく、被災する前に危険箇所から移転する事業

をしております。もちろん命と財産は守られますし、被災後に避難所で生活したりすることも

ありません。集団ということで、５戸以上が合意した上で一緒に移転するのが条件で、移転に

必要な住宅団地造成費用等は、国が４分の３、地方公共団体が４分の１を負担することとなり

ますが、地方負担の一部は特別地方交付税による措置対象となることもあるとのことで、かな
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り手厚い国の補助事業のようでありますが、いかがお考えでしょうか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 津波災害を想定したとき、事前の集団移転、いわゆる防災集団

移転促進事業が、被害を少なくするための一番大きな対策であると考えております。本年度か

らは事業の要件が緩和され、隣接する５戸以上の合意がまとまれば、本事業の対象となるとの

ことでありますが、本市の津波浸水想定区域の地理的条件を見た場合、浜堤に沿って東西に切

れ目なく集落が形成されていることがあり、５戸以上の合意をどのように考えるのか、また地

域へどのように下ろしていくのか、非常に難しい問題であります。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 実際に地元を離れ難いということもありますでしょうし、御高齢の方

においては今さらという感じかもしれません。東日本大震災の場合は、集落全部が流出してし

まった後の事後移転で、津波の脅威を目の当たりにした住民ばかりだったので、もう戻りたく

ないという気持ちでの合意形成がうまくいったのだと言われています。今回の規制緩和で、集

落全部でなく小規模な範囲での移転もできるようになりましたが、おっしゃるとおり、まだ来

ていない災害に対しどう説明するのがいいのか、難しいところだと思います。しかし、生き延

びるためにはいろんな手段があるっていう紹介は、自主防災会などでしてもいいのかもしれま

せん。

ここまで防災に関しての質問をしてきましたが、最後に、南国市において、地域防災とコミ

ュニティーの今後の在り方を市長にお伺いいたします。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 災害発生時こそ、地域のつながりが大きな意味を持ってくると思います。

自助、共助、公助と併せて、数年前から近くを助けるという意味で「近助」という言葉も使わ

れるようになりました。身近なコミュニティーこそが、被害を軽減する大きな力となることの

あかしであると思います。また、発災直後、活動だけでなく、災害関連死や仮設住宅での孤独

死を防ぐ大きな力となるのも地域コミュニティーであります。コロナ禍以降、地域コミュニテ

ィーがますます希薄になったことは否めない事実であります。以前から言われているところで

はありますが、活発に地域の防災活動を行うことが、地域の活性化につながるところです。令

和４年度からは、中学生防災士の養成講座も始めたところでございますが、この中学生の方々

の防災をきっかけとした地域活動への参加が進めば、地域の活性化に大きな力となると期待し

ております。地域の防災活動がますます活発になるよう、引き続き支援をしてまいります。
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○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。人と人とのつながりが希薄になっている今こ

そ、防災をキーワードに人のつながりを取り戻せたらと思います。若い皆さんの知恵とパワー、

女性ならではの視点も生かして、南国市の地域活性化を防災からやっていくのもよいかと思い

ますので、引き続き、御支援よろしくお願いいたします。

ここまでは、避難することや避難所の在り方についてでしたが、まず何より大事なことは、

地震発生の場合は、家の中、建物の中で死なないことです。平時にできる準備の一丁目一番地

が、家の耐震化と家具の固定であるということを肝に銘じておかないといけません。家は地震

のときには凶器になるということです。まずは、倒壊家屋で押し潰されない、逃げられないと

ならないことが大前提で、これができていないのに避難行動計画を立てるのは、言い過ぎかも

しれませんが、無意味であるとすら思えてしまいます。避難行動要支援者の方もそうでない方

も、まずはここを知っておいていただかないと、どれだけ登録したり、共助の話をしても、次

へと進めません。今回は同僚議員も数多く同じ質問をされましたので、耐震診断の数や耐震工

事数など、増加理由は何度も御答弁をいただきました。もうここでは再度質問することはやめ

ておきますが、まさに耐震診断数の増加が市民の不安を表しているということだと思います。

診断数が増えているなら、まずはその数だけでも全戸耐震を進めていきたいので、耐震診断か

ら耐震設計、耐震工事をしてもらうまでの取組をお教えください。

○議長（岩松永治） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） まず、従来は危機管理課による防災意識の向上の一環として、防災

講座の中での補助制度の説明、広報への掲載などを行ってきました。また、住宅課において、

耐震診断実施後、改修に至らない方については、ダイレクトメールを送ったり、地区を定めて

耐震診断士による戸別訪問を実施したりするなど、改修工事への誘導を行ってきております。

本年度におきましても、危機管理課による防災講座を引き続き実施するとともに、住宅課で行

っております戸別訪問については、地区を定めず全戸を対象に、訪問時には地域の防災会、も

しくは世話役の方にも同行してもらう計画を立てております。診断後、確実に設計、工事へ進

んでもらうための取組をより強化してまいりたいと考えております。その戸別訪問時には、工

事費用の補助上限を引き上げたことなども併せて周知をしていきたいと考えております。以上

です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 地域の方との戸別訪問も計画してくださってるということで、大変い
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い取組だと思います。広報掲載やダイレクトメールもいいですが、やはり直接、できれば地域

のことを知っている方と回っていただき、話をする。同じように取り組んでも、相手を見て、

相手のためにと話をしてくれたら、納得して、やろうと思われる方も多いのではないかと思い

ます。ただやはり一定数は、被災して住宅損壊で住み続けられないという方も出ると思います。

避難所不足も既に問題になっていますし、仮設住宅も、建設スペースの確保や早急に建設でき

るのかの問題があります。危機管理課の答弁にもありましたとおり、ムービングハウスとの協

定も、今後、ある一定、必要かと思います。間に合うようなら、「あんぱん」に向けて、宿泊

施設として平時に利用しておいてもいいのではないかとも考えるところです。

そこでお伺いしますが、仮設住宅に入れない方を、市営住宅に空きがある場合とかに仮設住

宅代わりに使用することはできないものなのでしょうか、お答えください。

○議長（岩松永治） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 災害時におきまして、市営住宅に緊急避難的に入居していただくこ

と自体は、特に問題はありません。ただ、現在、市営住宅に空きはありますが、そこには市営

住宅に入居しておられる方が被災をした場合に、優先的に被害のない市営住宅に住み替えてい

ただくことになりますので、その上で被害のない市営住宅の空き部屋があった場合に、一般の

被災者が入居するような流れになります。入居していただく物件につきましては、入居前に美

装工事を行いますので、その工事がどれだけ速やかにできるかも影響を与えます。そのため、

発災後、入居までの期間、入居可能戸数等については、確かなお答えはできかねます。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 本来なら、いつでも使えるようにしておけば問題ないんですけれども、

維持管理にお金がかかりますし、いきなり入るといって美装工事といっても間に合わないかも

しれないということで、今の段階では難しいというようなお答えだとは思います。

それでは、自宅の耐震以外に、老朽化した家を、例えば安全な場所に建て替えをしたい、そ

の場合、家を取り壊すのに、空き家の取壊しのときのような補助金というのはないのでしょう

か。

○議長（岩松永治） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 例えば、土砂災害特別警戒区域から区域外への移転に際し用地を取

得した場合に、その費用の一部を補助する制度はありますが、建物の除却については補助対象

ではありません。

また、昭和56年以前に建築された耐震基準を満たさない木造住宅の除却のために高知市が補
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助制度を実施しておりますが、さきの３月議会の杉本議員より、本市でも導入してはどうかと

御質問をいただきました。それについて、高知市は、国の補助制度のみを利用し、県の補助な

しで実施していることから、県の補助制度が導入された場合はその内容を確認し、検討すると

答弁をいたしております。

斉藤議員お尋ねの安全な場所に建て替えるに当たっての家屋の除却に関する直接の、そもそ

もの補助制度については、現時点で南国市において制度化されているものはございません。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 個人の都合についての補助制度っていうのは難しいと思いますけども、

元の土地を更地にして、それを元手に安全な場所への移転のきっかけになるということで、市

民の命を守ったり、本来の空き家対策にもつながるのではないかと思ったんですが、それは残

念ですが、仕方がないと思います。

ここまでは防災の話をしました。地域の命を守るお話の次に、南国市で生まれ育つ命のお話

をさせていただきたいと思います。

今年度から始まった保育現場の職員の配置基準の見直しですが、その内容をお教えください。

○議長（岩松永治） 子育て支援課長。

○子育て支援課長（長野洋高） 令和６年４月に実施された職員の配置基準の見直し内容は、

４歳児、５歳児が30対１から25対１に、３歳児が20対１から15対１に改正されています。これ

につきましては、経過措置として、改正後の基準により職員配置を行った場合に教育・保育の

提供に支障がある場合は、当分の間、改正前の基準で実施できることとなっています。

なお、この改正に対応するための人員配置を行った場合に、公定価格への加算措置が設けら

れております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 同僚議員も言ってましたが、子育てをしてきた親としては、この配置

でもちょっとあまりにも保育士さんの数と子供の数が不釣合いと感じていますが、全国の調査

では１万2,000の対象保育施設で30％が基準どおりの配置ができない、実施できるかも分から

ないという回答があったと報道で見ました。南国市の状況をお教えください。

○議長（岩松永治） 子育て支援課長。

○子育て支援課長（長野洋高） 本市においても、保育士の求人を行ってもなかなか応募がな

いといった状況が見られ、改正後の配置基準への対応に向けた保育士の確保は大きな課題とな

ります。
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○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 今は経過措置ということで、改正前の基準で行っているということで

したが、このままだと実施は厳しいのかなと思います。繰り返しになると思いますが、実施で

きない原因や理由は何でしょうか。

○議長（岩松永治） 子育て支援課長。

○子育て支援課長（長野洋高） 保育士の求人を行っても応募がなかなかない、保育士が不足

するという状況は、全国的な課題になるのではないかと思っております。保育士の業務の大変

さ、責任の重さ、報酬の状況などにより、保育士の成り手がいなくなってきていることも要因

の一つではないかと思います。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 今は、本当に教員にしても保育士にしても割に合わない仕事として社

会的な認識が進み過ぎており、私たちが子供の頃は憧れの職業であったはずなのですが、こど

もまんなか社会というのであれば、これは本当にどこかで手を打つ政策を国にもしてもらわな

いとと思っております。

ハローワークでは、募集しても保育士の成り手が見つからないので、人材紹介会社に頼むと

いう保育施設もあると報道では見受けられましたが、手数料が年収の20％もかかるとのことで

す。しかしながら、そうでもしないと基準をクリアできないということでしたが、南国市とし

てはそういう方向での解決は考えられていますか。

○議長（岩松永治） 子育て支援課長。

○子育て支援課長（長野洋高） 公立保育所においては、今のところ、人材派遣、紹介の事業

者に頼むといったことについては、話としては出ておりません。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） それなら、民営施設がやるとして、その場合、市からの補助はあるで

しょうか。

○議長（岩松永治） 子育て支援課長。

○子育て支援課長（長野洋高） 現在、民営施設への人件費の補助としましては、保育園を運

営する社会福祉法人に対し、保育施設の運営管理に係る職員の雇用、特別な支援を必要とする

児童のための加配保育士、居残りパート保育士、調理パート職員、病児保育に係る看護師等、

延長保育に係る保育士等、年度途中の低年齢児の受入れに対するためにあらかじめ雇う保育士、

保育補助者の雇い上げ、医療的ケア児に対応するための職員の配置といった雇用に係る経費の
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一部を補助するなどの支援制度がございます。施設で直接雇用される場合は、先ほど説明させ

ていただいた補助であれば、要件を満たせば定められた額の補助を行うことはできますが、職

員の派遣を受ける場合の委託料に対しての補助は、現状ではない状況です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） まず、経費支援というのは、直接雇用に対してということであると思

います。民営施設も同じく、かなり人手不足で大変だとも聞いています。有識者によりますと、

少しでも報酬の足しになるように、教員の僻地手当のようなものが保育の現場でも使えるよう

になればいいという意見もありましたが、南国市はそれに当てはまることはないでしょうか。

○議長（岩松永治） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（松木和哉） 先ほど議員が言われたような、僻

地手当のようなものに該当する手当はございません。以上です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） それでは、南国市の公的保育施設において、正職員と会計年度職員の

割合を教えてください。

○議長（岩松永治） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（松木和哉） 南国市立の６保育所の保育士の人

数を申し上げますと、本年４月１日時点でございますが、正規職員が49人、会計年度任用職員

が80人となっておりまして、正規職員の割合が38％、会計年度任用職員の割合は62％となって

おります。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ここしばらくで増減推移はどうなっていますか。

○議長（岩松永治） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（松木和哉） 直近３か年で申し上げますと、全

体に占める会計年度任用職員の割合でございますが、４月１日時点で、令和４年度は58.4％、

令和５年度は59.4％、令和６年は62％と推移をしておりまして、少しずつ会計年度任用職員の

割合が高くなってきております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 正規雇用でも報酬が少なく、業務内容や責任と釣り合わず大変だとい

うお話ですが、会計年度職員が増えてしまっているという現状であるということですね。せっ

かく保育士の資格を持っていても保育士にならない潜在保育士がいるという話もよく耳にしま
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す。会計年度職員や非正規職員は女性が多いと思いますが、男性との給料格差はもちろんのこ

と、家庭や職場で女性が尊厳を持って生きられない社会システムのいびつさを、こういうよう

なところでも実感するところです。

ところで会計年度職員の保育士は、基本的な手取りが15万円を切っているというような声も

聞こえてきます。さすがにこれでは会計年度職員で採用されても続かないと思いますが、他市

のように、せめて勤勉手当は支給されないのでしょうか。

○議長（岩松永治） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（松木和哉） 会計年度任用職員の勤勉手当につ

きましては、６月支給分から支給を行うこととしております。ただし、基準日、６月１日時点

におけます１週間当たりの勤務時間や任期について、支給要件を満たす職員への支給となりま

す。以上です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。本当にせめてという気持ちです。職場が余裕

を持って安心して働けない状況の限り、保育士不足の解消はない。それでは質のいい保育によ

る子供たちの人間的な基礎をつくることはできないどころか、子供たちの安全を守ることもで

きなくなると思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

安心できる子育てが実現する南国市にということで、18歳までの医療費無償化についてはす

ばらしい取組と思いますが、同僚議員からも質問が出ましたが、周産期医療の拠点病院でもあ

ったＪＡ高知病院の産科での分娩が10月からできなくなります。私ごとではありますが、６人

の子供のうち４人が今のＪＡ高知病院での出産で、最後の子供の出産のときは足を骨折した状

態でのお産でしたので、整形外科のある総合病院でのお産のありがたさを痛感しました。地域

に産み育てる若い世代を受け入れようとしている地方自治体には衝撃ですが、この件について、

市長の思いをお聞かせください。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） ＪＡ高知病院がお産の取扱いをやめるということでございますが、高知

新聞にも掲載されました。私のところへ、高知新聞に掲載する前に院長及び理事長が説明にも

来てくださいました。病院としましても、本当に産科、分娩、そちらについての取扱いはもう

継続したいという思いは強かったようでございます。しかしながら、新聞にも載ってたとおり、

県下の産婦人科医が41人から34人になるというこの現実の中で、出産を取り扱う病院として今

後あり続けるためには、どうしても医師というものが必要でございまして、そちらの御協力が



－250－

いただけない限り、もう出産は取り扱うことができない、それが現実でございます。院長とし

ましても、本当に苦渋の決断であった、かなり粘ってくださったという報告も聞きました。し

かしながら、医師の確保ができない以上、続けることができないということで、苦渋の決断で

あったというように聞きました。私としても、本当に、ＪＡ高知病院は市民病院的な役割を果

たしてくださってましたので、残念でならないところでございます。

今後につきましては、妊産婦、本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠、出産ができ

る、そういった環境の構築をしていただけるように、市長会等を通じても働きかけていきたい

というように思います。以上でございます。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 命の道の高規格道路を整備しても、産科がどんどん地方から少なくな

ってお産をすることが不安なものになる以上、地方に産み育てる安心感は生まれないでしょう。

どれだけ少子化対策のキャッチフレーズを掲げても、女性が生まないことを選択する状況を社

会がつくる限り、この問題は解決しません。前田議員の質問に答えた保健福祉センター所長の、

女性の優秀な人材がその能力を発揮できないまま、家庭の状況などを抱え、仕事を辞めざるを

得ないのがこの国の現実です。社会システムを支えている人口の半分が女性、子供を産み増や

すことができるのは女性なのに、意思決定の場所にはほとんどいないことが、今の問題の停滞

感を生み出しているとしか言いようがありません。世界経済フォーラムの今年のグローバルジ

ェンダーギャップレポートでも、相変わらずＧ７の中では最下位を低迷中です。数合わせでは

なく、女性ならではの能力を発揮できて、なおかつ産み育てる環境が整わないことには、高知

県の少子化対策も絵に描いた餅で終わることは目に見えています。安心して産み育て、お産が

できるように、南国市として、ＪＡ高知病院の産科存続は、高知県の少子化対策のためにも死

守していかねばならないと思います。ぜひ市長には市長会でその提言をしていただきたいと思

っております。

今回は、防災や保育現場の話と一緒に、少しだけでしたが、女性の立場からのお話や御提案

をさせていただきました。元気ですばらしい能力をお持ちの女性がたくさんいる南国市は、ま

だまだ伸び代を持っていると、未来に希望を持ち、今回の質問を終わらせていただきます。御

丁寧な御答弁、誠にありがとうございました。

○議長（岩松永治） ８番杉本理議員。

〔８番 杉本 理議員発言席〕

○８番（杉本 理） 日本共産党南国市議団の杉本理です。
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今議会の一般質問のトリを務めさせていただくことになりました。よろしくお願い申し上げ

ます。

昨年秋の改選以降、多くの議員が質問するようになり、今回の一般質問も、５日間にしよう

かどうしようかという案もありました。質問者が多くなった分、準備をされる執行部の皆さん

は大変かと思いますけれども、私たちの南国市発展のため、共に力を合わせようではありませ

んか。

また、４月の人事異動により、新たに４名の方が課長さんとして選ばれ、17日にはそれぞれ

より御挨拶もいただきました。どの課長さんも、市民生活向上のためと意気込んでおられる姿

勢がよく分かりました。これからは課長職としていろいろと御苦労があろうかとは思いますが、

市民のため、市政発展のため、御尽力いただきますようお願いを申し上げまして、質問に入ら

せていただきます。

今議会に私が質問いたしますのは、１、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の

実現を、２、子育て応援の南国市をさらに進めるために、３、学生支援について、４、観光行

政、５、平和行政について、総括方式でお伺いいたします。市長をはじめ執行部の皆さん、そ

れぞれ御答弁よろしくお願い申し上げます。

さて、まず加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の実現をについて、昨年に続い

てお伺いをいたします。

年をとり、足が痛い、目の手術を受けてきたなど、体の衰えによりおっくうになり、外へ出

なくなってしまう高齢者の方が少なくありません。耳の聞こえについても同様で、話しかけら

れても分からないことが苦痛になるなら、もうお友達とのおしゃべりも参加をためらってしま

うと。こういったことでは、生活の質、いわゆるＱＯＬが保てなくなってしまっています。生

き生きとした老後を送るために、加齢性難聴者の皆さんに補聴器を使用していただくことは、

どうしても必要なことです。医学的にも、認知症の予防、認知機能を改善するという研究成果

もあるとされています。また、政府は、孤独・孤立重点計画の中で、補聴器等の利用による社

会参加の推進について触れており、独り暮らしの高齢者対策という点においても、補聴器を使

用していただくことが重要になっていますが、厚生労働省は、かたくなに国の制度とすること

を拒み続けています。国の冷たい姿勢が続く中、補助制度を行政に求める取組が全国で広がり、

今は100を超える自治体で既に実施に踏み出しています。県内でも、土佐清水市やいの町、四

万十町などは既に助成制度をスタートさせ、さらには土佐町でも踏み出すと聞いています。子

供もお年寄りも、誰もが住み続けられる南国市にするため、本市においても制度を創設すべき
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と思いますが、いかがでしょうか、質問いたします。

次に、子育て応援の南国市をさらに進めるためにということで質問をしてまいります。

平山市政２期８年のうち、間もなく７年が経過しようとしています。７年間、市長が様々に

取り組んできた施策のうち、特に子育て、若者応援施策は、人とお金をある一定割いてきたの

ではないかと認識をしています。今回の質問では、子供の医療費と学校給食無料化を取り上げ

ますけれども、今議会に18歳までの医療費無償化に関する補正予算が計上されているのを確認

いたしました。既に全国800以上の自治体において、高卒までの通院助成が行われていますが、

本市でも高校生までの医療費の無償化が行われることになるということで、さらなる子育て支

援につながるものと期待しています。

そこで質問ですが、今回提案されている議案第４号南国市福祉医療費助成に関する条例の一

部を改正する条例案について、どのような内容なのか、改めて説明をお願いいたします。

また、対象年齢引上げに関しては、私の質問も含め、議会では度々質問がされてまいりまし

た。今回、実施を決断した理由を市長にお伺いいたします。

次に、小学校と中学校の学校給食無償化についてお伺いいたします。

先日、６月12日に文部科学省は、学校給食無償化についての全国調査の結果を発表いたしま

した。昨年９月の時点で、全国1,794の自治体と事務組合のうち、公立小中学校等で何らかの

方法で学校給食費の無償化を実施中と答えたのは、いよいよ722自治体に上り、実に４割以上

となりました。このうち児童生徒全員を無償化しているのは547自治体となり、前回調査と比

べて大幅に増加していることが分かりました。以前、私が質問した際に、日本国憲法は教育を

無償とするよう定めていることや、昭和20年代の国会答弁の中で、将来、給食が無償化される

べきものであろうということを述べられていることなどを紹介させていただきました。日本共

産党は、本来、国が無償化の財源を提供すべきとは考えてはいますけれども、文科省は国会の

やり取りの中でも、なかなか無償化に踏み切ろうとしません。今年の春闘では、大企業中心に

賃上げのニュースが多く流れましたけれども、中小零細ではなかなか厳しく、実質賃金は25か

月連続マイナスとなるなど、子育て世代の家計のしんどさはなかなか軽減されません。

そこで、国が無償化の財源を出すまでの当面の間は、市がお金を出して子育て応援に踏み出

し無償化をすべきだと思いますが、いかがでしょうか。所見をお伺いいたします。

次に、学生支援について質問をいたします。

南国市には、国立大学である高知大学の農林海洋科学部と医学部、また高専や県立、私立の

高校があり、南国市内はもちろんのこと、市外、そして県外からたくさんの若者が学んでいま
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す。国際人権規約では、大学の学費を段階的に無償化することがうたわれていますが、日本政

府は、2012年にやっとこの段階的学費無償化条項も批准しました。批准後はだんだん学費が下

がっていくのかと思いきや、下がらずさらに上昇を続けており、さらにコロナ禍や異常な物価

高のため、長時間のアルバイトを余儀なくされている学生さんが多数おられます。

また、近年、各種奨学金が充実してきたとはいえ、給付制が当たり前のほかの先進国と違い、

貸与制を借りている学生が多くいます。ここ南国市において、そんな学生の皆さんに何とか力

になりたいと、満腹プロジェクトが取り組まれてはや４年になります。米などの食料をはじめ、

お菓子や生理用品などの生活用品を真剣に吟味して選んでいる学生の姿を、今月も約30人ほど

見かけました。このプロジェクトにいつも支援物資をお寄せいただける方、また笑顔で一言、

二言交わしながら渡しているボランティアの方々には、本当に頭が下がる思いです。以前、こ

の席で質問した際に、南国の農産物がたくさん入ったお弁当を支給するという答弁をいただき、

その後、岡豊と物部で1,000食を超えるお弁当が配布されました。その際、配布された学生さ

んはもちろんのこと、一生懸命作っていただいた農協の皆さんも喜んでいたということも聞い

ております。本市にとっても、南国市の農産物のＰＲになる貴重な機会になりますので、今年

度も取り組まれたらどうかと思いますが、農林水産課長の御所見をお伺いいたします。

また、高知大学は、県外出身の学生さんが多く、そういった意味では、南国市に残ってよと

いう思いも込めて、本市の観光パンフレットなども一緒に渡せたらいいのかなというふうに思

います。この点については、商工観光課長の所見をお伺いいたします。よろしくお願いいたし

ます。

次に、観光行政、連続テレビ小説を生かした観光振興事業等について質問をしてまいります。

「あんぱん」については多くの同僚議員が質問しておりますので、できるだけ項目を絞って

お聞きいたします。その質問、それに対する答弁を聞いておりましたら、きっと多くの方に、

今後、南国市に来ていただけるようになるのかと思い、私自身もわくわくしています。その反

面、今現在、市外や県外の子供連れの方が本市に来て、「あんぱん」始まるんだってねと、

「あんぱん」関連を見たいなと思うときに、例えば何を見に来るでしょうか。商店街に数体あ

る石像ですとか、例えば後免野田小学校ですとか、幾つかありますけれども、こういったとこ

ろではないでしょうか。正直、アンパンマンミュージアムがあるお隣、香美市と比べると、集

客するに当たって、今現在はなかなかこれは苦しいのかなと思わざるを得ません。もちろん本

市にとって大事な、そして自慢の存在であるやなせ先生ですが、今回の好機を逃さず、本市と

の関わりを知っていただく必要があります。
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そこで質問ですが、連続テレビ小説を生かした観光振興事業等の現在の進捗をお聞きいたし

ます。

また、今回の６月補正予算案に「あんぱん」関連が計上されてるようですが、その内容をお

聞きいたします。

次に、今回のこの「あんぱん」が始まることによりまして、経済効果など、予測できる数字

があるようでしたらお聞かせください。

次に、６月補正以降、例えば９月ですとか12月ですとか、今後さらに計上していく予算があ

るのか、そういうおつもりがあればお聞かせいただけたらと思います。

観光行政では、いわゆるオーバーツーリズムについても質問いたします。

国のコロナウイルス対応が２類から５類に変わる中、国内の多くの観光地に観光客が戻って

まいりました。例えば日本有数の観光地、京都では、寺社に向かう路線バスがいっぱいになり、

市民が乗車できなくなってしまっています。また、民家や民有地への無断立入り、ごみのポイ

捨てなどに苦慮されていると聞いています。今回の「あんぱん」において、本市においでいた

だけるのは、例えば商店街や後免駅、野田小学校周辺と想定されます。この地域の道路は抜け

道になっているところも多く、車やバイクの通行量、これはそれなりにあると思いますけれど

も、例えば人が20人も30人もぞろぞろと都会のように歩いているような道路とか、そういう地

域ではないと思うんです。こういった地域に多くの観光客の皆さん、来たらいいなと思うんで

すけども、多くの観光客が来た際に、例えば民家のほうをじろじろ見られるですとか、道路い

っぱいに広がって歩いたりする、そういったことが例えば想定されるのではないでしょうか。

私は何も「あんぱん」に向け頑張っている機運をしぼませたいという意図は全くありませんが、

こういったことは今のうちに、準備できるうちに考えておくべきではないでしょうか。オーバ

ーツーリズムについての担当課長の所見をお伺いいたします。

次に、平和行政についてお伺いしてまいります。

以前の私の質問において、私たちの南国市は、高知県第２の都市として、核兵器の廃絶を訴

え、そしてしっかりとした平和行政を続けていく、これが大事なのではないかとお聞きいたし

ました。今年も原水爆禁止国民平和大行進が南国市においても取り組まれ、晴天の中、多くの

参加者の皆さんが集まりました。例年どおり、市長と議長に面会を申し入れ、平山市長には会

うことができ、通し行進者の方からは、真摯に、真剣に対応していただいたということで、市

長の対応に喜びの声を寄せていただいております。

そこで市長にお伺いいたしますが、平和行進について、どのような思いを持たれているのか、
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お伺いをいたします。

また、当日、実行委員会より、南国市の施設で原爆パネル展を開催しませんかと話があった

と思います。私もぜひ開催してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。これについて質問

をさせていただきます。

次に、本市の平和行政は、今現在、どのように取り組まれているのか、これについて担当課

長にお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。

また、本市には貴重な戦争遺跡、前浜掩体群がありますが、それらを活用した観光行政の取

組や保存に関する取組について、総務課長、商工観光課長、そして生涯学習課長にお伺いいた

しますので、それぞれお答えよろしくお願い申し上げます。

掩体群について、もう少し質問をさせていただきます。

先日、私は、高知市から来た学生さんが、掩体の見学をしたいということで、少しお手伝い

をさせていただきました。その際に、前浜防災コミュニティセンターの公民館長さんにお会い

する機会があり、話を聞くことができました。話によると、先日、団体の学生さんがバス３台

で来たと。その際に、防災コミュニティセンターを休憩場所やトイレに利用していただいたが、

帰った後の片づけですとかおトイレの掃除など、そうですね、それぐらいの人数が来たらなか

なか大変だったんだろうなと思うんですけれども、少し大変だったということをお聞きいたし

ました。今、どこの公民館もそうだと思うんですけれども、館長さんは、日々、空き状況の問

合せに答え、当日は鍵を開け、鍵を締め、そういう管理運営に追われる毎日だと思うんです。

特に前浜については、掩体群の目の前ということもあり、これからも見学者が使用されるよう

なことが少なくないと思います。前浜掩体群を、教育旅行も含め、観光客においでいただくよ

うに活用していくのであれば、あまり地域の負担にならないようにしなければならないと考え

ますが、担当課長の所見をお伺いいたします。

戦争遺産については、何も本市だけではありません。例えば掩体については、全国あちこち

に築かれましたし、旧日本軍の飛行場もしかりだと思います。私は実際、掩体がある大分県宇

佐市から来られた方と掩体群の前でお会いして、白菊ですとか、南国市と共通してますねとい

うお話をしたことでした。

そこで質問ですが、掩体のような歴史的な戦争遺産や平和関連施設を有する地方自治体が連

携して組織している団体があると聞いています。加盟団体で行われている事例では、平和関連

施設を回り、農村体験をしたりする平和ツーリズムに取り組んでいるそうですが、本市でも参

考にするなり、将来的に加盟するなどしたらどうかと思いますが、これについて、担当課長の
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見解をお伺いいたします。

次に、戦争遺品の収蔵、保管、公開についてお伺いをいたします。

昨年の質問では、令和３年の市議会における陳情書の採択について取り上げ、そのときまで

少し時間がたっていたこともあり、その時点までの進捗などをお伺いいたしました。その際は、

教育長と課長に丁寧に御答弁をいただきましたが、今回、改めて、採択後の取組について教え

てください。

以上で１問目といたします。それぞれ御答弁よろしくお願い申し上げます。

○議長（岩松永治） 答弁を求めます。市長。

〔平山耕三市長登壇〕

○市長（平山耕三） 杉本議員の18歳までの医療費無償化に関して、決断した理由ということ

でございますが、医療費無償化の対象の拡大につきましては、以前より無償化の対象拡大につ

いて、実施したいとの思いは持っておりましたが、これまでも答弁させていただきましたよう

に、実施するということになれば、それに係る予算を経常経費として計上していくことが必要

であるため、慎重に検討を行ってまいりました。現在、子育て支援の充実が一層議論されるよ

うになってきた状況でもあり、今回、本市においても、さらなる子育て支援の充実を図りたい

ということで、実施に向けての判断をしたところです。その過程においては、近隣自治体等の

状況や時限的な制度ではありますが、県の人口減少対策総合交付金が財源として活用できるこ

となどが、一つの判断材料とはなりました。今議会に本件関連の条例改正、補正予算を議案提

案させていただいておりますので、積極的な御審議をお願いするところでございます。

続きまして、原水爆禁止国民平和大行進についてでございますが、その大行進の感想という

ことでございますが、この国民平和大行進が1958年以来、毎年行われ、今年で67回目を数える

ことになり、核兵器の廃絶を目指し、継続した取組をされていることに敬意を表するところで

ございます。私も市長に就任以来、委員の皆様から毎年のように訪問をいただいておりまして、

私もペナントにサインをし、協力させていただいておるところでございます。日本は唯一の戦

争被爆国であります。核兵器の悲惨さ、非人道性は言うまでもありません。二度と繰り返さな

いためにも、世界の平和を願い、訴え続けなければならないと思います。

以上でございます。

○議長（岩松永治） 長寿支援課長。

〔中村俊一長寿支援課長登壇〕

○長寿支援課長（中村俊一） 高齢者の補聴器購入助成についてのお尋ねにお答えをいたしま
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す。

以前にも答弁いたしましたとおり、聴覚機能はコミュニケーションにおいて重要な機能であ

り、加齢とともに聴覚機能が低下すると、社会性が低下したりすることなどによって、ひきこ

もりや認知症のリスクが高まってまいります。加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制

度の創設につきましては、国へは市長会を通じて公的助成制度の創設をこれまでも求めてまい

りましたが、直近では令和６年４月16日開催の第145回高知県市長会へ、これは南国市からの

要望事項として提案し、５月16日開催の第156回四国市長会へ高知県市長会からの提案がなさ

れております。

次に、市としての制度創設についてでありますが、これまでも申し上げてまいりましたよう

に、特定財源が見込めない中で単独事業の実施となりますと、なかなか厳しいものがございま

す。令和６年度からは、これまで介護保険の仕組みの中で実施をしてまいりました、在宅で要

介護４、５の方を介護する非課税世帯へ行ってまいりました介護用品支給事業に係る公費が、

５年度の実績額を上限とすることとなりました。このため、今年度から５年度の実績を上回る

部分は一般財源での負担が増加してまいりますので、単独事業で早期に制度創設することは難

しいものと考えております。以上でございます。

○議長（岩松永治） 子育て支援課長。

〔長野洋高子育て支援課長登壇〕

○子育て支援課長（長野洋高） 医療費の無償化につきましては、これまで15歳までの市民の

方を対象としておりましたが、対象範囲を18歳になる年度末までに拡大し、10月１日から実施

することとしたく、今議会に関連条例と補正予算の議案提案をさせていただいているところで

ございます。

○議長（岩松永治） 教育次長。

〔溝渕浩芳参事兼教育次長兼学校教育課長登壇〕

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 学校給食の御質問にお答えします。

義務教育における保護者負担の軽減については、図っていくべきと考えておりますが、給食

の無償化には多額の財政負担が必要となりますので、市単独での財源では大変厳しいと思って

おります。本年度につきましては、保護者の給食費の負担軽減を図ることもできる物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金がございますので、活用が可能か検討してまいります。

○議長（岩松永治） 農林水産課長。

〔川村佳史農林水産課長登壇〕
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○農林水産課長（川村佳史） 学生支援で弁当配付の復活をとの御質問にお答えいたします。

食品価格などの高騰の影響を受けました生活者に対しまして、国が交付金事業を創設してお

りますので、そのような事業が使えるかどうかなど、財源や事業の実施内容等について協議し

た上で検討してまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（岩松永治） 商工観光課長。

〔山﨑伸二商工観光課長登壇〕

○商工観光課長（山﨑伸二） お弁当の配布に併せた学生への観光パンフレットの配布につき

ましては、お弁当を配布することになりましたら、南国市観光協会と協議し、一緒に配布でき

るよう検討してまいりたいと考えております。

また、連続テレビ小説「あんぱん」の放映に向けての本市の取組状況につきましては、４月

24日に、香美市、香南市、南国市の３市長を共同代表とした物部川エリアでの観光博覧会実行

委員会が開催され、物部川エリアでの観光博覧会基本計画骨子を策定し、やなせ先生ゆかりの

キャラクターや観光地を活用した各種イベント、企画展及び周遊キャンペーンの開催に向けて

取組を進めております。また、５月20日には連続テレビ小説関連観光施策推進協議会を開催し、

情報共有、意見交換を行いました。いただいた意見等を踏まえて、連続テレビ小説を生かした

南国市観光施策推進事業実施計画を策定し、受入れ環境の整備や受入れ体制の強化などの取組

を進めております。今議会に補正予算として、増加が見込まれる観光客対策として、臨時の観

光案内所を設置するための工事費や運営するための委託費、スマートフォンを活用したデジタ

ルコンテンツを制作するための音声ガイドアプリの制作業務委託費、日吉児童遊園地跡地を観

光駐車場にするための工事費、舟入川沿いの日吉町３丁目公園をやなせたかしロードと一体化

させるための舗装の改修費やアンパンマン石像等の購入費、ＪＲ後免駅前広場臨時駐車場に設

置する仮設トイレの工事費などを上程しておりますので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

また、経済効果につきましては、試算はございませんが、連続テレビ小説を生かした南国市

観光施策推進事業におけるＫＰＩについて、今後、策定される物部川エリアでの観光博覧会事

業計画と整合性を図りながら設定することとしております。

また、今後、計上する予算につきましては、現在、物部川エリアでの観光博覧会での取組を

進めており、事業の内容が固まったものについて、県や香美市、香南市と併せて予算計上する

ことを考えております。

また、後免町へのオーバーツーリズム対策でございますが、来高される観光客の多くが自動
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車で来られることから、駐車場対策として、ＪＲ後免駅前広場やシンボルロード沿い民有地、

日吉児童遊園地跡地、海洋堂SpaceFactoryなんこくや旧南国署跡地を駐車場として、普通車、

約170台確保できる予定で、さらに土日祝日に限定されますが、市役所駐車場も乗用車用の駐

車場にと考えております。

また、佐川町での事例を参考に、観光客に観光ガイドを利用していただくことで、道路幅員

が狭い後免町を巡る観光客を誘導することができ、生活道路を走行する自動車との衝突の回避、

安全の確保が図られることから、観光客が観光ガイドを利用しやすくなるよう、臨時観光案内

所への観光ガイドの受付窓口の設置や土日祝日の定時ガイドウオークの実施などを考えており

ます。

また、前浜掩体群につきましては、貴重な戦争遺産であり、今後も観光誘客を図る上で欠か

せない南国市の重要な観光資源の一つと考えております。議員のおっしゃる団体での修学旅行

は、大阪府松原市から前浜掩体群での平和学習やスポーツセンタータワーでの防災学習を目的

とする修学旅行を受け入れた際、その約100名の修学旅行生の昼食休憩やトイレに前浜防災コ

ミュニティーセンターをお借りさせていただいたときのことだと思います。物部川ＤＭＯ協議

会や南国市観光協会が立ち会い、対応したものでございますが、御協力いただいた公民館長に

御負担をかけてしまい、大変申し訳なく思っております。教育旅行等の受入れが地域の負担に

なってはいけませんので、物部川ＤＭＯ協議会や南国市観光協会と、持続可能な受入れ対応に

ついて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。

○議長（岩松永治） 総務課長。

〔松木和哉参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長登壇〕

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（松木和哉） 平和行政についての御質問にお答

えいたします。

原水爆禁止国民平和大行進の高知県実行委員会から協力依頼のありました本市での原爆パネ

ル展の開催につきましては、改めまして展示の内容や必要なスペース等を確認をいたしまして、

対応を検討させていただきます。

平和行政につきましては、本市では昭和58年に非核平和都市を建設する決議が議決をされ、

また平成21年には非核平和都市を宣言する決議が議決をされております。非核平和都市を宣言

する決議では、日本は世界唯一の被爆国であり、人類破滅に導く核兵器の廃絶と平和の尊さを

訴え、世界の恒久平和の実現を希求することは市民の願いであり、市制施行50周年を機に、核

兵器の廃絶と平和を願う全ての人々と相携えて行動することを決意し、非核平和都市を宣言す
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ることを決議するとしております。これらを踏まえまして、平成22年12月１日付で平和首長会

議に加入いたしまして、平成26年度には日本非核宣言自治体協議会に加入しておりまして、こ

うした会議の国内加盟都市と取組等の情報共有を行っております。

また、広島、長崎に原爆投下がされた日には、原爆死没者に哀悼の意をささげるとともに、

世界恒久平和の実現を祈念するため、原爆が投下されたそれぞれの時期に、また終戦記念日に、

平和を祈念し、正午にサイレンを鳴らしております。

最後に、議員から前浜掩体群についてお話がありましたけれども、本市には当時の歴史を振

り返ることができる戦争遺跡が存在しますので、多くの方々に見てもらいまして、戦争の悲し

さや平和の大切さを学んでいただきたいと思います。以上でございます。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

〔前田康喜生涯学習課長登壇〕

○生涯学習課長（前田康喜） 杉本議員の戦争遺跡、前浜掩体群の保存についてどのように取

り組んでいるかとの御質問にお答えいたします。

本市の指定史跡である前浜掩体群は、過去の戦争から未来への警鐘の意味で重要な意味を持

っており、悲惨な戦争を二度と繰り返さないための平和教材として、戦争体験の語り手が少な

くなるにつれて、ますます重要な存在となっております。掩体につきましては、ボランティア

団体と市、市民が共同で、毎年、清掃活動を行っておりまして、県内外から訪れる見学者や観

光客が安全で快適に見学ができるようにし、清掃を通じて全国的にも貴重な戦争遺跡を地域に

周知し、広く地域の協力を得ることで、史跡の長期保存につなげる目的で行っております。そ

れ以外にも、本年度、４号掩体を３次元測量する予算化をしておりますので、データによる記

録保存をしておれば、災害等によって壊れた場合も復元できますし、ＡＲやＶＲの技術を活用

して、当時の飛行機がどのように格納されていたのか見ることができる疑似体験も可能になり、

将来的な観光的活用や教育的活用ができると考えております。

また、掩体のほかにも、浜改田や物部のトーチカや高知大学農林海洋科学部キャンパスの通

信所跡、陣山の送信所跡など、数多くの戦争遺産が残っておりますので、それら、身近な平和

教材を活用した平和ツーリズムについて、今後、観光関係の団体とも連携を図りながら、検討

をしたいと考えております。

旧海軍飛行場にゆかりのある兵庫県姫路市、兵庫県加西市、大分県宇佐市、鹿児島県鹿屋市

の４市が連携して、空がつなぐまち・ひとづくり推進協議会を組織し、協議会を中心に、自治

体間や観光協会をはじめとした関係団体との連携により、平和学習、平和ツーリズムを推進し
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ております。まずは関係団体の話を伺い、本市でも何かできることがないか検討をしたいと考

えております。

続きまして、戦争遺品の収蔵、保管、公開のための施設の検討を求める陳情書が採択された

後の取組について答弁をさせていただきます。

南国市には、太平洋戦争末期に軍が強制的に土地を接収し、高知海軍航空隊が置かれた歴史

があります。その土地の大半が現在の高知龍馬空港へと受け継がれ、国内外から多くの人々を

受け入れる高知県唯一の空の玄関口として活用されております。また、戦争遺跡は、南国市だ

けでなく、香南市、香美市、高知市などにも広がっております。こうした戦争利用から復興、

そして平和活用へと至った歴史を後世に伝え、平和学習に活用するために、戦争遺品や戦争資

料等の収蔵、保存、展示活用は、空港を所管する国、県が高知航空史・平和資料館を整備する

ように、昨年10月の第144回高知県市長会議に要望書を提出しております。

また、本市に対して戦争遺品を寄贈したいという要望がございましたら、引き続き文化財係

にて対応をいたします。しかしながら、保管する倉庫も狭い関係で、適切な管理が可能なもの

かどうか、判断をしながらの受入れとなります。現在、市が保管する戦争遺品の数も僅かです

ので、市民への公開の場として企画展を展示するのであれば、文化財全般の展示を行う中の１

部門として、戦争遺品を展示することは可能ではないかと考えております。

○議長（岩松永治） 杉本理議員。

○８番（杉本 理） 市長をはじめ担当課長の皆さんにそれぞれ御答弁いただきました。あり

がとうございました。

まず、加齢性難聴者の補聴器購入に関する助成制度の実現をについてですが、今年の高知県

市長会に本市からの要望事項として提案をし、それが四国市長会に提案されたという答弁をい

ただきました。国に対して市長がしっかりと動いていただいたことを、まずうれしく思います。

私自身も、本来は国が制度設計すべきこととは思いますが、国が動かない以上は、地方自治体

が住民に対する責務として制度をつくるべきではないでしょうか。課長からは介護用品支給事

業における国の冷たい態度も併せて御答弁いただきましたが、物価の高騰に追いつかない年金

の支給により苦労されている高齢者の暮らし、生活に寄り添うことが求められていると思いま

す。この制度については、ある県庁所在地の自治体では、例えば予算額を64万円という少額か

ら始めたところもあります。少ないなとは思うんですが、まずはこういうふうに、例えば非課

税世帯のみとして、かつ助成額も数万円から始めるとか、例えば制度を始めてみると、本当に

小っちゃくまず始めてみるということであっても大事なんじゃないかなというふうに思います。
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高齢者の皆さんの聞こえの復活のため、助成制度の創設を引き続き御検討いただきますようお

願いをいたしまして、次の項目に移りたいと思います。

18歳までの医療費無料化について、県内のほかの自治体に続いてようやく制度化の提案がさ

れたことを本当にうれしく思います。これで子育て世代にさらに選ばれる南国市に、そしてＵ

ターンやＩターンの際に考慮に入れてもらえるような自治体に少しなるのではないでしょうか。

いつも議案の市長の提案理由の最後は、適切な議決を賜りますようお願い申し上げますと述べ

ていただいておりますけれども、先ほどの答弁では積極的な審議をお願いするところでありま

すと述べられ、この件に関する市長の思いが込められた議案なんだなと感じさせられました。

そこで、この件の２問目をお伺いしたいと思いますが、市長の答弁があって、そのことでお

伺いをしたいんですが、時限的な制度である県の少子化対策の交付金を財源として活用できる

ことが判断材料の一つとなったと述べられました。この県の少子化対策は４年間の限定のお金、

施策と聞いておりますけれども、仮に県の交付金がもう４年限りで打ち切りますよと、なくな

ってしまった場合には、また有料に戻ってしまうのでしょうか。それとも一般財源を使ってで

も無料化を継続するおつもりでしょうか、お答えいただきたいと思います。

また、先日の新聞によりますと、高知市も対象年齢の拡大を行うことにしており、対象世帯

に申請をするよう呼びかけているようです。本市においても、申請など、おうちのほうでやら

なければいけないことがあるのでしょうか。あるのであれば、どのようにしたらよいのか、御

説明をお願いいたします。

次に、学校給食についてであります。

答弁では、本市単独の財源では大変厳しいという答弁であり、これそのものは残念なことだ

なというふうに思います。先ほど、私が紹介しました文科省の調査では、無償化の財源につい

ても聞いております。ここで若干それを紹介させていただきますが、その無償化の財源の第１

位が自己財源で475自治体、第２位が地方創生臨時交付金で233自治体、第３位がふるさと納税

で74自治体、第４位が都道府県からの補助で52自治体などとなっておりました。市単では厳し

いということであれば、ふるさと納税や交付金の活用などを御検討いただき、引き続き無償化

の実現、おうちの方の経済的負担の軽減に取り組んでいただきますよう、御尽力いただきます

ようお願い申し上げます。

また、今年度については交付金の活用ができたらという言及がありました。昨年に続いて、

２、３学期のみだけでも無償化できるよう、検討をお願いいたします。

次に、学生支援についての２問目をいたします。
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それぞれの課長より、検討する旨の答弁をいただきました。それぞれぜひ前向きに御検討い

ただきますようお願い申し上げます。この件では、財政課長に、通告はしてないんですけれど

も、簡単な質問なので答えていただけたらうれしいんですが。農林水産課長の答弁の中で、国

が交付金事業を創設しているので、それが使えるかなどを考えるという答弁がありました。こ

の交付金というのは、この議会でも、昨今、よう出てくる物価高騰対応重点支援地方創生臨時

交付金のことを指していると思いますが、そういう理解でよろしいのでしょうかということを

財政課長にお聞きしたいので、御答弁よろしくお願いいたします。

また、財政課長には、この臨時交付金ですけども、本市に下りてきているこの臨時交付金は

まだ残額があるのかどうかということもお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。

突然言うたので、正確な数字は構いませんので、よろしくお願いします。

次に、観光行政についてですが、「あんぱん」について、商工観光課長より答弁いただきま

した。放映開始まであっという間に日が過ぎていくことと思います。予想経済効果の数字はな

いという答弁ではありましたけれども、市民の皆さんは、やはり私たちの税金が投じられるだ

けの効果、きちんとあるんだろうかという思いは少なからずあるんだろうと思うんです。今後、

ＫＰＩの設定などされましたら、適宜お知らせいただきますようお願いいたします。

また、オーバーツーリズムという言葉を使い、やや大げさに質問させていただきましたけれ

ども、地元にとっても、また観光客の皆さんにとっても、観光地における安心・安全は大事な

ことです。課長が答弁していただきましたように、万全を尽くしていただけるようお願いをい

たします。

平和行政について触れさせていただきます。

平和行進について、改めて市長のほうから、平和への思い、核兵器廃絶に関する思いという

ことを、御自身のペナントに署名していただいたことも含めて、去年に引き続いて御答弁いた

だきました。市長のこの思いを本市の行政にさらに生かしていかなければなりません。総務課

長のほうからは、いろいろ今までやってきたことなどを御紹介いただきました。ほかの加盟都

市と情報共有等をしていくという御答弁をいただきました。今、国内外において、加盟都市と

しての独自の取組が様々に取り組まれております。本市独自の取組、ぜひ、去年も、これ、同

じせりふを言いましたけれども、ほかの加盟都市のそういう取組をぜひ参考にしていただきま

して、さらに本市の平和行政を発展させていただきたいと思います。

また、パネルについては御検討いただくということで答弁いただきましたけれども、例えば

お隣の香美市なんかは市役所の１階で、あそこ、少しスペースがありますので、それぐらいで
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パネルが展示できるスペースということになりますけれども、南国の市役所というたちなかな

か、香美市役所みたいなあんなに大きなスペースは取れないのかなとは、下の椅子を全部取っ

払ってとかということになるので、それは難しいかなとは思いますけれども、ＭＩＡＲＥ！の

２階で展示するのかなとか、スポーツセンターがいいのかなとか、そこはお任せいたしますの

で、ぜひ展示していただけたらなというふうに思いますので、御検討のほど、よろしくお願い

申し上げます。

前浜掩体群のことで商工観光課長から御答弁いただきました。御答弁の中で、地域の負担に

なってはいけないので、物部川ＤＭＯ協議会や観光協会と対応について検討するということで

御答弁をいただきました。前浜に限らず、課長もおっしゃいましたとおり、浜改田や立田、陣

山、物部など、地元の皆さんにこれからも気持ちよく協力していただけるよう、ぜひ行政のほ

うの御配慮をお願いしたいと思います。この件につきましては、前浜掩体群の所管、そして公

民館の所管である生涯学習課長からも、一言、この後、いただけたらうれしいなというふうに

思います。一言で構いませんので、よろしくお願いいたします。

生涯学習課長からは、掩体の保存について、３次元測量等を本年度予算化していると御説明

をいただきました。そういった意味では、全て戦争中の建造物ですから、もろくなっていくの

は、前浜の掩体群に限らずどれも同じではないでしょうか。前浜以外の戦争遺産についても、

順次取り組んでいただくようお願いを申し上げます。

また、私が紹介しました、空がつなぐまち・ひとづくり推進協議会について、これについて

も御答弁をいただきました。まずは検討したいということでございましたので、関係自治体な

どに連絡を取っていただき、これについては担当課は商工観光課と生涯学習課になるのかなと

思いますが、庁舎内でも御連絡取っていただきまして、関係自治体などに連絡を取っていただ

き、本市の平和行政に役立てていただきますようお願いを申し上げます。

最後に、戦争遺品の収蔵、保管、公開のための施設の検討を求める陳情書についてでありま

す。

既に昨年の10月に、市長会に資料館の建設を働きかける要望書を提出しているとお答えいた

だきました。そういうことであれば、資料等が散逸してしまう前にしっかりと利活用できるよ

う、国と県に働きかけをしていただくようお願いいたします。

また、本市が保管している戦争遺品は僅かだとお答えいただきました。私、陳情書を見て、

かなり市で戦争遺品をいっぱい持ってるのかなと想像していたので、僅かだという答えだった

ので、これやったら、ちょちょっと公開するんであれば、確かに御答弁いただいたように、ほ
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かの文化財と一緒ということのほうが、戦争遺品に限らず、南国の文化財の一つということで

見てもらえるものになると思うので、そういった形でも構わないので、引き続き、展示に向け

検討していただけるようお願いを申し上げます。

以上をもちまして２問目といたします。質問いたしました、それぞれの課長さんには御答弁

よろしくお願い申し上げます。

○議長（岩松永治） 答弁を求めます。市長。

○市長（平山耕三） 18歳までの医療費無償化についてでございますが、財源につきましては

県の交付金、４年間というようになっておるところでございますが、５年目以降も継続して実

施する思いでございます。以上です。

○議長（岩松永治） 子育て支援課長。

○子育て支援課長（長野洋高） 医療費無償化の対象年齢拡大につきまして、市民の方に行っ

ていただく手続のことですが、本議会で議決をいただけましたら、準備が整い次第、対象者に

申請書を送付させていただくことになります。対象者の皆様には、申請書が届きましたら、遺

漏のないよう手続を行っていただきますようお願いを申し上げます。

○議長（岩松永治） 財政課長。

○参事兼財政課長（渡部 靖） 御質問の学生支援に係る財源として充当されている交付金で

すが、杉本議員がおっしゃられたように、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し

たいというふうに考えております。

なお、こちらの交付金なんですが、令和５年度に国のほうからつけていただいたもので、い

わゆる非課税世帯10万円給付、均等割、そちらのものと一緒に、市の単独事業分といたしまし

て、推奨事業限度額といたしまして、本市分としては１億796万6,000円、こちらのほうが配分

されております。それにつきましては、令和５年度の３学期の給食費の無償化、こちらに

3,000万円充当いたしまして、当初予算におきましては、通学定期券の助成、またトラック運

送業者への支援、また燃油高騰による業者支援、そういった形で6,000万円の計上、今６月補

正におきましては、介護事業所、福祉事業所への支援策といたしまして、400万円ほど計上さ

せていただいてます。それによりまして、残りといたしましては、現状1,391万6,000円、約

1,400万円、こちらが残っておるというような状況でございます。以上でございます。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 杉本議員の２問目に対して答弁させていただきます。

前浜公民館長の負担にならないように、観光関係とも連携を図りながら、対応について検討
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を行いたいと思います。

また、戦争遺品につきましては、引き続き文化財係にて受入れを行い、展示に向けて検討し

たいと思います。以上です。

○議長（岩松永治） 杉本理議員。

○８番（杉本 理） ２問目にそれぞれ御答弁いただきましてありがとうございました。特に

通告してなかった財政課長も含め、ありがとうございました。

以上をもちまして一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○議長（岩松永治） 以上で通告による一般質問は終了いたしました。

これにて一般質問を終了いたします。

明22日と23日は休日のため休会とし、６月24日に会議を開きます。24日の議事日程は、議案

等の審議であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。

お疲れさまでした。

午後２時26分 散会


